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１ 基本的な事項 

（１）川崎町の概況 

本町は、福岡市と北九州市のほぼ中間にある筑豊地域の中で、やや南よりに

位置し、東西 4.9 ㎞、南北 12.6 ㎞、総面積 36.14 ㎢の南北に長い地形で、北

は田川市、東は大任町・添田町、南は嘉麻市に接しており、周囲を山に囲まれ

た盆地の中に位置しています。気候は九州北部の内陸型で、風水害も少なく、

みどり豊かな自然に恵まれています。 

本町の地勢は、南部を中心とする山麓地帯と中元寺川流域からなる中部、北

部地域に大別されます。南部は、豊かな森林資源を有し、農地と住宅地が点在

しています。中部は、公共施設が集中し、JR 豊前川崎駅を中心に、古くから

の商店が点在しています。北部は、国道 322号沿いにスーパーマーケットや外

食産業、国道 322 号バイパス周辺には誘致企業、小売事業者等が進出するなど、

商業地域として開発が進んでいます。 

本町は、明治以降の近代化において、大手資本による炭鉱の操業により、我

が国の産業・経済発展の原動力として大きな役割を果たすとともに、急速に人

口が増加しました。しかし、昭和 30 年代に入り、石炭から石油へとエネルギ

ー革命が進み、炭鉱が次々と閉山したことにより、石炭産業によって栄えた本

町は、人口が急激に減少し、経済基盤は壊減的な打撃を受け、失業者や生活困

窮者が急増しました。 

また、老朽化した炭鉱住宅や鉱害・ボタ山対策など、石炭後遺症に直面し、

これら旧産炭地特有の諸問題に対処する必要に迫られたことで、町財政は極め

て厳しい状況となりました。 

このような情勢のなかで、昭和 45年に制定された過疎地域対策緊急措置法、

次いで制定された過疎地域振興特別措置法及び過疎地域活性化特別措置法並

びに産炭地域振興臨時措置法などをはじめとした、いわゆる「石炭六法」とい

った法律による国や県の支援によって支えられながら、住宅団地の造成による

定住人口の確保、工業団地の造成、企業誘致による雇用の拡大、社会教育施設

の整備による教育、文化の振興など地域再生を図るべく、住民と行政が一体と

なって、まちづくりを行ってきました。 
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しかし、本町の石炭産業終息後の基幹産業ともいえる稲作を中心とした農業

分野においても、農産物の輸入自由化、減反政策を柱とした米穀流通システム

の転換により、農業をとりまく環境は一段と厳しさを増している現状です。 

今後は、交通ネットワークを中心とする都市基盤の整備を推進し、大消費地

である、福岡都市圏及び北九州都市圏に約 1 時間という利点を活かし、国道

322号バイパス沿いを中心に地場産業の育成、企業の誘致、新産業の創出など

により人口の減少傾向に歯止めをかけるとともに、豊かな自然を活用し、観光

施設を整備することで交流人口の増加を図ります。また、町の宝であるこども

たちが健やかに成長できる良好な教育環境の整備や住民誰もが安心して幸せ

に暮らせるよう保健・福祉の向上及び生活環境の保全と公衆衛生の向上などを

推進していき、本町の将来像として掲げている“ReBorn！川崎町 人を育み、

町を創る。10 年先も住み続けたい町へ”に向けたまちづくりの取組や、社会

情勢の変化にも対応した政策を積極的に展開していきます。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向  

本町の人口は、石炭産業最盛期の昭和 30年には 40,878人でしたが、相次ぐ

閉山の影響により昭和 50年には、約半数の 22,508人にまで激減しました。そ

の後は、急激な減少はないものの減少傾向が続き、令和 2 年国勢調査では

15,176 人まで落ち込んでいます。また、高齢者比率も年々上昇し、39.1％と

全国平均 28.6％、県平均 27.9％より高い割合となっています。 

産業別人口では、令和 2 年の第 1 次産業に占める割合は 2.1％と昭和 40 年

をピークに減少傾向を示しています。 

石炭産業衰退後は、「石炭六法」を活用した施策を公共事業として行ってき

た結果、土木建設事業に大きく依存する経済状況が続きました。 

しかし、土木建設業にあっても「石炭六法」や「地域改善対策特定事業に係

る国の財政上の特別措置に関する法律」の終息によって、公共事業が極端に減

少し事業の継続が立ち行かなくなり、次々に会社の閉鎖や倒産という事態を招

き、第二の炭鉱閉山現象が起きています。その上、農業を中心とした第 1次産

業は、零細な経営と経営基盤の脆弱さから農業離れによる後継者及び担い手不
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足が深刻化しています。 

確固たる基幹産業がない本町では、若者をはじめとした町民が働く場を求め

て町外に出ざるを得ない状況を回避し、地場産業の振興を図り、雇用を創出す

ることが重要です。雇用機会の拡大を図る施策として、産学官の連携による新

たな産業の創出や積極的な企業の誘致活動を行うとともに、農業についても第

6次産業化を推進し、特産品開発や農産物のブランド化、地産地消の推進など、

事業者との連携をとりながら販売促進へ向けた PR 活動を行い、活力ある産業

振興を推進する必要があります。 
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（人）

表１－１（１）人口の推移（国勢調査） 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

22,046 △ 3.6 20,115 △ 8.8 16,789 △ 16.5 15,176 △ 9.6

4,238 △ 13.5 2,945 △ 30.5 2,166 △ 26.5 1,787 △ 17.5

14,221 △ 6.1 12,000 △ 15.6 8,941 △ 25.5 7,456 △ 16.6

 うち
１５～２９歳 （a） 3,675 △ 17.3 3,091 △ 15.9 1,953 △ 36.8 1,707 △ 12.6

3,587 27.0 5,170 44.1 5,663 9.5 5,932 4.8

16.7 15.4 11.6 11.2

16.3 25.7 33.7 39.1

令和２年

総　数

実数

人

22,872

昭和５５年
区　分

平成２年 平成１７年 平成２７年

１５～６４歳

4,901

15,146

2,825

19.4

０～１４歳

12.4

６５歳以上（b）

　若年者比率

　高齢者比率

4,446

　（a）/総数

　（b）/総数

％

％

※ 年齢不詳があるため、合計と一致しないものがある。

―

― ―

―

―

―

―

―

 

 

表１－１（２）人口の見通し 
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（３）川崎町行財政の状況 

本町の行財政は、多くの失業者の雇用対策や脆弱な地域経済に対応するため、

産炭地域振興臨時措置法をはじめとした「石炭六法」などの産炭諸法の時限立

法によって支えられ、これら諸法に基づく諸事務事業に対応するための組織機

構の構成や職員配置を行ってきました。 

しかし、時限立法の失効に伴う事務事業の縮小、国の三位一体改革に伴う地

方分権の流れを受け、平成 15 年度に行政改革大綱を策定し、意思決定の迅速

化と効率化を推進すべく行政のスリム化や細分化されていた組織機構の統合

について積極的に取り組んでいます。 

職員数については、介護保険制度や後期高齢者医療制度をはじめとした高齢

者福祉業務、平成 15 年度から知的障害者福祉業務などの事務量の増大及び地

方分権一括法に対応する行政体制を整備するため、平成 21 年度に町内公共施

設ネットワークによる職員事務機器の一元管理システム、戸籍電算システム、

財務会計システムなどの導入によるデジタル化を行い、平成 23 年度に町立病

院の一般地方独立行政法人化、平成 26 年度に学校給食センターの調理業務及

び配送業務を民間業者へ委託を行い、職員数を極力抑制した行財政改革及び行

政運営に取り組んできました。 

一方、財政面においては、炭鉱閉山後の雇用対策、炭鉱住宅の改良など旧産

炭地域特有の財政需要に対応するため、多大な投資的事業を実施しなければな

らなかったことにより、地方債を大量に発行した結果、その償還による財政悪

化を招き昭和 56 年度以降財政赤字が続き、住民にとって真に必要となる施策

の展開が制限されるなど、行政本来の役割を果たすことができない状況となり

ました。そこで、平成 13年度を初年度とする財政健全化 5か年計画を策定し、

人件費の抑制、町の補助金及び交付金などの抜本的な見直しによる歳出の抑制

を行ってきました。 

また、田川市郡でごみ処理施設等の共同設置により広域処理に移行したこと

や、1市 3町の広域による水道事業の統合が実現したことは、今後の財政需要

の抑制に多大に寄与するものと考えます。 

しかし、本町は依然として自主財源に乏しく、地方交付税や国・県等へ依存
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しており、今後も厳しい財政運営を強いられることから、本町の将来像として

“ReBorn！川崎町”を掲げ、町の最上位計画である第 6次川崎町総合計画及び

第 3次川崎町総合戦略に基づいた施策を着実に実行し、“10 年先も住み続けた

い町”をめざすとともに、過疎対策事業を活用して、町の活性化を図ります。 
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表１－２（１）行財政の状況 

区　　分

歳入総額　A

　　　一般財源

　　　国庫支出金

　　　都道府県支出金

　　　地　方　債

　　　　うち過疎対策事業債

　　　そ　の　他

歳出総額　B

　　　義務的経費

　　　投資的経費

　　　　　うち普通建設事業

　　　そ　の　他

　　　過疎対策事業費

歳入歳出差引額　C (A-B)

翌年度へ繰り越すべき財源　D

　実質収支　C-D

財政力指数

公債費負担比率

実質公債費比率

経常収支比率

将来負担比率

地方債現在高

0.31

令和２年度

12,580,403

5,201,016

3,308,695

713,318

983,557

546,400

2,373,817

12,523,221

5,109,965

875,205

845,033

6,538,051

693,087

57,182

5,489

51,693

19.5

8.7

96.1

62.2

13,923,00911,968,023

92.0

76.3

12.0

0.27

17.5

3,068

584,007

371,855

587,075

1,113,148

3,420,079

4,772,557

1,528,753

1,876,691

9,721,389

1,020,356

207,700

1,338,618

782,783

10,308,464

5,290,016

平成２２年度 平成２７年度

10,559,757

5,102,033

1,276,944

797,047

1,631,596

804,400

1,752,137

0.29

15.8

9.5

94.7

61

12,733,101

9,849,287

4,830,388

1,652,000

1,648,002

3,366,899

1,005,439

710,470

13,866

696,604

 

表１－２（２）主要公共施設等の整備状況 

区　　分

市町村道

　　　改良率（％）

　　　舗装率（％）

農道

　　　延長　（m）

耕地１ha当たり農道延長（m）

林道

　　　延長　（m）

林野１ha当たり林道延長（m）

水道普及率（％）

水洗化率（％）

人口千人当たり病院、

診療所の病床数　　　（床）

44.8

16.5

令和２年度末

88.7

93.7

30,938

―

12,209

―

99.0

昭和５５年度末 平成２年度末 平成１２年度末 平成２２年度末

32,433

― ― ― 9,254

68.6 82.7 87.9 87.6

17.8 14.0 13.7 14.0

26.8 26.7

96.7 95.3 95.2 95.6

1.5  3.6 11.5 ―

108.2 110.2 114.4 ―

78.1 89.5 93.2 92.6

― ― ―
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

本町は、石炭産業によって急速に発展し、その後の石炭から石油へのエネル

ギー革命に伴う炭鉱の閉山による雇用の場の喪失及び人口減少により、地域経

済は壊滅的な打撃を受けたため、計画的に自立促進を行う必要がありました。 

これまで過疎対策として、総合計画に基づき基幹道路や工業団地の整備を行

い、保健・福祉及び教育の振興に重点的に資本投入するなど、地域活性化及び

基幹産業の育成に積極的に取り組んできました。 

しかし、これらの取組は、地域の自立促進に一定の効果はありましたが、少

子高齢化の進展や雇用問題など地域経済を取り巻く環境は厳しく、今後はさら

なる町の持続的な発展と魅力を高めていくまちづくりが必要となっています。 

本町の重要な産業である農業では、高齢化及び後継者不足により就業人口が

激減しており、担い手の確保も困難な状況です。企業誘致においても、北九州、

直鞍、京築という自動車産業が集積する圏域の中央に位置する地理的優位性を

確保するため、広域圏での交通網の整備が喫緊の課題となっています。 

また、生産年齢人口の転出が多く、少子高齢化が進んでいるため、生産及び

消費の規模が縮小しており、地域の活性化は十分に図れていない現状です。 

平成 12 年に地方分権一括法が施行され、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革が推進されているなか、国や県に頼った行財政運営ではなく、これ

まで以上に地方独自の施策の立案と執行が求められています。 

そうした地方分権社会に対し、本町が真に持続的に発展するためには、自然、

文化及び風土との調和を図りつつ、今まで整備してきた既存施設や工業用水等

を活用し、企業誘致や農産物のブランド化・第 6次産業化や産学官の連携によ

る新たな産業の創出等による地元雇用の拡大及び創出、子育て支援の充実によ

る若年世代の転出抑制や出生率の向上と豊富な地域資源を活用した観光振興

と交流人口の拡大、地域と連携した住環境の整備等による移住・定住の促進に

取り組むことで地域の持続的発展を図ることが重要です。 

今後は、第 6 次川崎町総合計画及び第 3次川崎町総合戦略に掲げた施策及び

政策等を踏まえ、過疎計画でも同様に住民の積極的なまちづくりへの参加・参

画の促進、機会の提供及び条件整備に努めます。あわせて教育環境、生活環境
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及び観光交流施設の整備を行い、過疎地域の持続的発展に向けて本町の魅力を

広く発信し、こどもからお年寄りまで、住民誰もが安心して幸せに暮らせる町

をめざし、“10 年先も住み続けたい”と思えるような魅力あるまちづくりを進

めるため、次の 3つの基本目標により地域の活性化を図っていきます。 

 

１ 人を育む 

お互いを尊重し、支えあう環境のなかで、いつまでも多様な学びを得ながら

成長し、こどもから高齢者まで健やかに充実した生活を送ることができる町民

を増やすことをめざしています。 

ICTを活用した特色ある教育環境づくり、町民誰もが心も体も健康で幸せに

過ごせる町をめざすスマート・ウェルネス・シティの推進、子育てをめぐる厳

しい社会環境のなかでも安心して子育てができる環境づくりなど、学校教育や

子育て支援、保健・医療・介護・福祉などを充実させることで豊かな人を育ん

でいきます。 

 

２ 暮らしを育む 

美しい自然や賑わいのなかで町の環境等を整え、突発的な自然災害などに備

えながら豊かな暮らしを営んでいくことができる環境づくりをめざしていま

す。 

町からの転出超過が続くなか、川崎町が将来にわたって活力ある町として発

展していくためには、年齢に関係なく本町に住み続けたい・住んでみたいと感

じられる環境、実際に住み続けられる環境を整備する必要があります。 

農業・商業をはじめとした産業基盤の強化、都市インフラの整備、防災力の

向上、観光基盤の整備、環境美化などを推進することで、町民の豊かな暮らし

を育んでいきます。 

 

３ つながりを育む 

様々な人々が積極的に地域づくりに参画できるよう、まちづくりに対する機

運を高め、町民や事業者、地域コミュニティ等が関わる活動を支援していきま
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す。 

また、町民や事業者が、自分たちの住む町・地域について関心をもち、地域

を支える活動を行っていることについて、行政が広く伝える環境づくりをめざ

しています。 

本町の新たな未来づくりを進めていく上では、行政だけではなく町民や事業

者、地域コミュニティ等の様々な人々が協働していく必要があります。 

町民の知りたい情報を迅速かつ正確に発信できるように情報発信力の強化

に努め、交流人口・関係人口や移住定住者が増えていく環境を創り、町民以外

の力も借りながら、地域とのつながりを育んでいきます。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が令和 6年に公表した「日本の地

域別将来推計人口」によると、これまでの人口推移が続くと本町の人口は減少

し続け、令和 22 年には 9,795 人と 1 万人を割り込み、令和 2 年と比較すると

5,381人（35.5％）減少すると推計されています。 

人口減少が深刻さを増すなかで、令和 2年に策定し、令和 7年 3月に改訂し

た第 6次川崎町総合計画で掲げた目標人口を踏まえ、町だけではなく町内 4つ

の地区（安眞木、田原、川崎、池尻）が健全に地域社会を維持できるように、

令和 12年の目標人口を 12,742 人と設定します。 

また、転出超過を抑えるために、豊かな自然を活かした観光基盤の整備や地

域と連携した空き家・空地情報の提供、住宅ニーズに応じた適切な対応など、

交流人口を増やし定住につなげていくための施策や新婚世帯の住居費用を支

援する「結婚新生活支援補助金制度」の拡充、「幼児教育・保育の無償化制度」

を継続し、子育て世代の経済的負担の軽減や出産・子育てに関する支援の強化

を図り、5年間の目標転出超過数を 420人に設定し、目標合計特殊出生率を 1.80

に設定します。 

経済・産業活動の縮小や人口減少により、財源となる税収や国からの地方交

付税などの減少が見込まれます。町税の適法・適切な課税、徴収を行うととも

に、人口減少の影響を受けるなか、税収を維持するため 5 年間の目標徴収率を
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98％に設定します。また、ふるさと納税など各種寄附金の推進や町有財産の有

効活用、受益者負担の原則に応じた各種使用料の徴収により自主財源の確保を

図ります。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画については、町の最上位計画である第 6次川崎町総合計画及び第 3次

川崎町総合戦略の推進委員会組織（学識経験者などで構成）で「ＰＤＣＡサイ

クル（Plan：計画／Do：実行／Check：評価／Action：改善）」の仕組みにより

進捗管理を行います。上半期（令和 8 年度～令和 9 年度分）下半期（令和 10

年度～令和 12 年度分）に分けて、進捗状況や達成状況評価等について検討・

協議をして、パブリックコメント等により住民の意見を取り入れ、状況に応じ

て定期的・継続的な見直しを行います。上半期及び下半期の結果については、

必要に応じて議会に報告します。 

適切に進捗管理を行っていくために、担当課だけで完結させるのではなく関

連する課が相互に密な連携・調整・改善を図り、全庁的な視点で取組を推進し

ます。 

 

（７）計画期間 

令和 8年 4月 1日から令和 13年 3 月 31日までの 5か年間 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本町の公共施設等総合管理計画では、次のとおり公共施設等の管理に関する

基本的な考え方を定めています。 

ア 公共施設 

①施設保有総量の縮減による適正化 

②施設等の長寿命化・効率・効果的な活用 

③総合的かつ計画的な管理による公共サービス機能の維持・財源の確保 

イ インフラ施設 

①長寿命化・適切な維持管理による計画的な施設整備・将来費用の抑制 
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公共施設等の多くが昭和 40年代後半から昭和 50年代後半にかけて建設され

ており、築 30 年を超える公共施設が全体の 64.9％（延床面積割合）を占めて

おり、施設の品質を適正に保つために大規模な改修・建替えが必要となり、特

に保有割合（施設数・延床面積割合）の高い公営住宅への対応は急務となって

います。 

また、本町が保有している公共施設のうち、旧耐震基準（昭和 56 年以前）

の建物が全体の 37.2％（延床面積割合）を占めており、耐震改修促進計画に

基づく適切な対応が必要となります。施設の安全性の確保や利便性、利用状況

等の視点から、全庁的に施設に関する情報を共有し、計画的な維持管理が求め

られます。 

今後、多くの公共施設が随時更新時期を迎え、改修・建替えにかかる将来コ

ストが増大し、町の財政、行政サービス（機能維持）に重大な影響を及ぼすこ

とが見込まれるため、長期的な視点から更新時期が集中する前に、財源確保や

改修・建替え費用の抑制及び時期の分散等により財政負担の標準化を図ります。 

人口の推移や財政状況を考慮し、公共施設（機能）の集約、廃止、複合化を

進めるため、全庁的な観点から十分な検証を行い、本町の将来を見据えた公共

施設の再編、有効活用を進めます。 

なお、本計画に記載された公共施設等の整備については、全て上記の基本的

な考え方に適合するものです。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 

 ①移住・定住・地域間交流の促進 

日本の総人口の減少が見込まれるなか、町外に転出した人口に相当する人を

他の地域から取り戻すことは大変な労力を要します。令和元年度に行った町民

アンケートにおける定住意欲について、70歳以上は「住み続けたい」「どちら

かといえば住み続けたい」と回答した人が全体の 8 割を占めますが、20～30

歳代は 5 割を下回っており、30 歳代においては「他市町村へ移住したい」と

回答した人が 5 割を上回っています。また、今後力を入れてほしい施策として

「働く場所の確保」「町の活性化」「子どもの教育の充実」「公共交通の充実」

などが挙がっています。 

観光やイベント等で訪れる「交流人口」や地域と関わりをもつ「関係人口」

を安定的に確保し、町の経済につなげていくこと、さらに訪れた人に本町を移

住先として選択してもらえるよう、住環境の整備とあわせて住宅の選択肢や経

済的メリットが感じられる仕組みが必要です。 

また、安宅交流センターを拠点とした、「人と人」、「人と自然」との交流を

促進する事業の推進や地域文化の伝承、掘り起こしなどが必要です。 

 

 ②人材育成 

確固たる基幹産業がない本町では、個人企業等を中心に事業所の閉鎖等が続

き雇用が減少しています。そのため、若年者層が町外に流出しており、新たな

担い手となる人材が減少し、地域社会の担い手は高齢化が進んでいる現状です。 

新たな産業を雇用の受け皿として発展させていくとともに、既存の商工業事

業所の経営改善、新規事業の創出などをさらに強力に推し進め、若年者層が働

く場を求めて町外に出ざるを得ない状況を回避し、若年者層の雇用機会を創出

することが必要です。 
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（２）その対策 

 ①移住・定住・地域間交流の促進 

ア 交流人口の維持・拡大のため、集客施設の集客力強化の支援をします。 

イ 「かわさきパン博」の拡充による交流人口及び関係人口の増加を図りま

す。 

ウ 町民誰もが生涯にわたって健幸に暮らせるスマート・ウェルネス・シテ

ィプロジェクトを推進します。 

エ 国道 322 号バイパス沿いに地域拠点プロジェクトとして道の駅を整備し

ます。 

オ 地域と連携した空き家バンク・空き地情報の充実を図ります。 

カ 移住相談者の背景やライフスタイル、住宅ニーズに応じたワンストップ

体制・情報の整備をします。 

キ コワーキングスペースや通信インフラを充実させることで、住みながら

働ける環境を提供します。 

ク 住宅確保における経済的負担の緩和制度の創設・活用推進など、交流人

口の移住定住を促進し、UIJターン移住推進プロジェクトを推進します。 

ケ 安宅交流センターを拠点とした交流事業を推進します。 

 

②人材育成 

   ア 若年層人口の維持・拡大のため、企業の誘致や新規創業の立ち上げ支援

など産業振興を推進し雇用機会を確保します。 

   イ 地域のすぐれた歴史・文化資源等を活用し、郷土愛の育成や世代間交流

を促進します。 
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持続的発展

施策区分

１ 移住・定住 (1)移住・定住

　 ・地域間交 賃貸住宅の建設の促進 川崎町

　 流の促進、 (2)地域間交流

　 人材育成 安宅交流センターの施設整備 川崎町

道の駅施設整備 〃 区分2にも記載

(4)過疎地域持続的発展

 　特別事業

【移住・定住】 移住に向けたPR事業の推進 川崎町

UIJターン移住者への住宅支援 〃

定住促進対策事業 〃

地域おこし協力隊事業 〃

結婚新生活支援事業 〃

【地域間交流】 安宅交流センターの運営維持 〃

【人材育成】 人材育成の推進 〃

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町の公共施設等総合管理計画では、次のとおりスポーツ・レクリエーショ

ン系施設の管理に関する基本的な方針を定めています。 

レクリエーション施設・観光施設・保養施設 

レクリエーション施設・観光施設・保養施設については、町内における地域

間交流、観光の拠点であることを踏まえ、町内外から親しまれる施設として、

魅力ある体験型イベントの拡大、新たな付加機能の創出等により、利用者増大

を図ります。 

また、今後も地域活性化に向け継続的に活用することを前提に適切な改修や

修繕、除却等を行い、安全性の確保や長寿命化を図りつつ、道の駅など町の収

益の柱となるような施設について建設を計画していきます。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針に

適合するものです。 
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３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

① 農林業 

本町にとって農業は重要な産業の一つであり、環境保全型農業の重要性が高

まるなど、良好な自然環境を形成する上でも重要な役割を担っています。 

本町の農業は、稲作を中心とした農地財産保有型の農業で、農家人口・農家

数・経営耕作面積も年々減少しているとともに、農業就業者の高齢化の進行、

後継者不足による担い手の減少が深刻化しており、集落機能及び農業生産の弱

体化が進んでいます。 

特に、土地利用型農業については、その経営が効率的かつ安定的なものとな

るため農地の集積が円滑に行われることが必要であり、集落営農による地域ぐ

るみの取組は、地域の実情に応じて画一的ではありませんが、任意組織の形態

から成熟度の高い法人形態へと発展させ、確固たる経営体として永続性を確保

する必要があります。 

また、遊休農地については増加傾向にあり、地域農業の活性化を図るために

は、優良農地の保全に努め、農地の遊休地化を防止・解消し、集積を促進する

ことが重要です。 

一方、米の生産・流通については、戦前から続いてきた食糧管理法の廃止以

降、国が生産者から米を買い上げて売る方法から生産者が自由に売買できる民

間流通へと転換が図られたほか、米の生産調整は、減反面積の配分から生産数

量配分へと変わり、米の生産を取り巻く環境は大きく変わりました。 

このようなことから、生産基盤の充実を図るとともに、消費者ニーズに合っ

た作物を生産し、販路拡大に向けた取組を行う必要があります。 

このように農業生産基盤の弱体化が進むなか、道の駅の開業にあたっては、

地元農産物を安定して提供できるよう生産量の拡大が必要であるため、地域全

体で農業体制を強化し、供給力の向上を図ることが求められます。 

本町の森林面積は 1704.11 haで総面積の 47％を占めていますが、長引く木

材価格の低迷、生産コストの向上、後継者不足などにより、森林管理が困難と

なっているため荒廃森林が増加しています。 
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また、補助事業などを活用して森林施業を行う場合も、作業能率の悪い森林

が多く施業コストが高くなり、荒廃森林の増加に拍車をかけています。 

しかし、近年は、森林に求める機能が森林資源としてより、災害防止、水源

かん養、CO2の削減など公益的機能が重視されるようになり、健全な森林を次

世代に残すことが責務となっています。 

このように、農林業を取り巻く環境は厳しさを増していますが、農業、農村、

森林などの役割を多方面から見据え、継続的・計画的な農地、森林整備に努め

る必要があります。 

 

② 商工業 

本町の商業は、JR 豊前川崎駅前の商店街を中心に発展してきましたが、現

状では、北部を通る国道 322 号バイパスと県道 95 号沿線に大型店舗が進出し

活性化が進む一方、既存小売店は生産年齢人口の減少による影響などから働き

手や後継者が不足し、事業維持及び拡大が難しくなり、商店街の店舗数は減少

しています。 

商店街周辺については、JR 豊前川崎駅周辺の駐車場の整備や丸山・高見地

区と本町・櫛毛地区を結ぶ川崎大橋の整備など、既存商店街振興施策を積極的

に推進してきましたが、経営者の高齢化や後継者不足を抑えることができず、

商店街の空洞化が進んでいます。 

商店街の活性化については、ニーズ調査やイベント等を実施し、地域のニー

ズ等を把握することが重要です。大型店舗にはない独自性及び地理的優位性等

を分析し、店頭販売だけでなく通信販売や独自サービス等も含め様々な販売戦

略が必要となっています。 

工業は、地域の雇用環境を大きく向上させる力をもっており、積極的な工業

振興を進めることは地域経済の活性化には不可欠です。 

本町では、これまで様々な工業振興施策を展開してきましたが、地域の基幹

産業と成りうる産業の育成はできていない状況です。 

今後は、「川崎町中小企業振興基本条例」及び「川崎町中小企業振興基本計

画」に基づいた施策により、地域経済の活性化や町民生活の向上を図っていく
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必要があります。 

また、地域企業の生産性向上を図るとともに、豊前川崎商工会議所と連携し、

中小企業の人材育成、創業及び事業承継の支援をしていくことが重要です。 

 

③ 企業誘致 

本町では、炭鉱閉山後の新たな基幹産業を確立するため、工業団地の造成及

び関連道路の整備等を積極的に推進し、町外から数社の企業を誘致しました。

誘致した企業は、その多くが流通業や小売業であり、雇用者数が少なく基幹産

業とまではなっていない状況です。 

また、東日本大震災以降は、国内において再生可能エネルギー施策が推進さ

れ、本町においても数社の民間企業がメガソーラー発電施設を設置・稼働して

いますが、雇用者の増大には繋がっていません。 

新たな企業誘致については、工業団地等の公有地が十分に確保できてないた

め、企業誘致が可能な民有地を活用するとともに工業団地等の造成についても

検討していく必要があります。 

今後は、町内全域に整備された超高速ブロードバンド網や八丁峠道路の開通

及び国道 322号バイパスの整備を契機に、都市部へのアクセス及び物流条件が

飛躍的に向上するため、工業製品等の販路拡大を図る必要があります。 

さらに、本町においても自動車関連企業が立地していることを鑑み、自動車

産業が集積する圏域の中央に位置している利点と既に延伸されている田川工

業用水道を利用できることを積極的に PR し、国の施策（地方創生関連施策を

含む。）や経済動向も視野に入れ柔軟かつ積極的に企業誘致活動を行うことに

より、地域経済の活性化・雇用創出などを推進していくことが重要です。 

 

④ 観光とレクリエーション 

国内観光については、都市がコンクリートに覆われ、自然とふれあう場が少

なくなってきていることから、都市住民からは地域との交流や体験を求める

「体験型ツーリズム」へのニーズが高まっています。 

本町は、国指定名勝「藤江氏魚楽園」、県指定有形民俗文化財「輪蔵附経蔵」
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（光蓮寺）、県指定天然記念物「光蓮寺のボダイジュ」、県指定無形民俗文化財

「川崎の杖楽」、町指定史跡「戸山原古墳 1 号墳」、町指定天然記念物「黒木の

ケンポナシ、木城のフジノキ」などの文化財の活用をはじめ、「川崎町観光リ

ンゴ園」、「安宅交流センター」、「安宅の滝」、「農産物直売所 De・愛」、「De・

愛広場」、「桜・芝生広場」等の自然とのふれあいを大切にした公共施設の整備

のほか、安宅地区の「彼岸花群生地」、大ヶ原地区の「黄金桜」、町内各地に咲

く「れんげ草」など自生植物の PRを行ってきました。 

本町を代表する観光イベントとなった「かわさきパン博」には、多くの観光

客が訪れるようになり、交流人口や観光消費額の増だけでなく、情報発信ツー

ルの一つとしての活用が見込めるようになっています。 

「川崎町観光リンゴ園」にて栽培されているリンゴについては、味、品質と

もに向上しており、特産品としての認知度も高まってきていますので、農産物

直売所での販売促進、加工品の開発及び周知事業を推進していく必要がありま

す。 

「戸谷自然ふれあいの森」については、キャンプ施設や山荘の老朽化が進ん

でいるため、建替えの選択肢も含め、対策を講じる必要があります。 

今後は、「農産物直売所 De・愛」から雪舟ゆかりの国指定名勝「藤江氏魚楽

園」まで続く「雪舟ロード」、「安宅交流センター」、「安宅の滝」、「農産物直売

所 De・愛」、「De・愛広場」、「桜・芝生広場」等の既存の観光資源のブラッシ

ュアップ、「道の駅」等の新たな観光資源の開発及び PR方法の検討等を行うこ

とにより、地域の魅力を高めることが急務となっています。 

また、福岡都市圏及び北九州都市圏から約 1時間という立地を活かし、様々

なニーズに対応するため、田川広域で「体験型ツーリズム」のルートを開発し、

JR 日田彦山線沿線自治体で構成する「日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡

会」や田川広域観光協会、近隣市町村と連携した観光振興事業を推進していく

ことが重要です。 
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（２）その対策 

① 農林業 

ア 認定農業者制度を推進します。 

イ 農業基盤（ほ場・農道・用水路など）の整備を図ります。 

ウ 農産物のブランド化・販路拡大を推進します。 

エ 農村と都市の交流を促進します。 

オ 力強い農業構造を確立するための農地集団化事業を推進します。 

カ 多様な森林づくりを推進します。 

キ 水源かん養機能の保全に努めます。 

ク 産業振興において周辺市町村との連携に努めます。 

 

② 商工業 

ア 既存商店街の活性化に努めます。 

イ マルシェなど集客イベントの開催を促進します。 

ウ 地場産業の育成に努めます。 

エ 工業振興施策を推進します。 

オ 川崎町中小企業振興基本計画に基づく施策を実施します。 

カ 中小企業の人材育成を支援します。 

キ 中小企業の創業及び事業承継を支援します。 

ク SDGs達成に向けた取組を検討・実施します。 

ケ 産業振興において周辺市町村との連携に努めます。 

 

③ 企業誘致 

ア 民間土地の適地の把握及び利活用を推進します。 

イ 工業製品等の販路の拡大を図ります。 

ウ 積極的な企業誘致活動を推進します。 

エ SDGs達成に向けた取組を検討・実施します。 

オ 産業振興において周辺市町村との連携に努めます。 
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④ 観光とレクリエーション 

ア 観光 PR事業を推進します。 

イ かわさきパン博事業の推進及び情報発信ツールとしての活用を図ります。 

ウ 観光リンゴ園の拡充、加工品の開発及び PR事業を実施します。 

エ 戸谷自然ふれあいの森及び戸谷山荘の活用を推進します。 

オ 農産物直売所「De・愛」周辺の整備をします。 

カ 道の駅の整備をします。 

キ 観光交流公園の整備をします。 

ク 地域資源の有効活用及び新たな資源の開発を図ります。 

ケ 観光事業及び広域観光事業を推進します。 

コ グリーンツーリズム及び体験型ツーリズムの開発を図ります。 

サ SDGs達成に向けた取組を検討・実施します。 

シ 産業振興において周辺市町村との連携に努めます。 
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持続的発展

施策区分

２ 産業の振興 (1)基盤整備

【農業】 堰・水門等改良整備 川崎町

農業用ため池改良整備 〃

農業用水路等改良整備 〃

農村環境の整備 〃

【林業】 町営造林（下刈・間伐） 〃

流域森林の整備 〃

(3)経営近代化施設

【農業】 高収益型産地育成 川崎町

集落営農組織の育成 〃

女性農業者の経営参画 〃

新規就農者及び農業後継者の確保及び支援 〃

地域農業の担い手の育成 〃

農産物のブランド化 〃

6次産業の推進 〃

新規農業法人の設立支援 〃

竹の処理・活用の支援 〃

(4)地場産業の振興

【生産施設】 地場産業の育成 川崎町

（旧）共同作業所の活用 〃

（旧）共同作業所の維持管理 〃

新産業育成施設等整備 〃

農業特産物及び特産品の開発と販売の促進 〃

【流通販売施設】 道の駅施設整備 〃 区分1にも記載

(5)企業誘致

民有地の利活用及び適地の把握 川崎町

積極的な企業誘致活動の推進 〃

SDGs達成に向けた取り組みの検討及び実施 〃

自動車関連産業等製造業の企業誘致 〃

(6)起業の促進

農村型スモールビジネスの起業支援 川崎町

(7)商業

【その他】 既存商店街の活性化 川崎町

SDGs達成に向けた取組の検討及び実施 〃

商店街空き店舗活用事業 〃

(9)観光又は

   レクリエ－ション 広域連携による観光推進事業 川崎町

観光リンゴ園の拡充 〃

観光施設改修 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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戸谷山荘改修 川崎町

農産物直売所「De・愛」周辺整備 〃

城山子どもの森公園整備 〃

観光交流公園広場整備 〃

SDGs達成に向けた取組の検討及び実施 〃

観光総合プロデュース事業の促進 〃

戸谷自然ふれあいの森施設整備 〃

コミュニティサイン設置 〃

鮎返り整備 〃

観光Wi-Fi利用環境整備 〃

曼荼羅展望台整備 〃

町内公園の整備 〃

道の駅施設整備 〃 区分1にも記載

(10)過疎地域持続的発展

　　特別事業

【第１次産業】 みどり認定の推進 川崎町

学校給食における地産地消プロジェクトの導入 〃

【商工業・６次産業化】 川崎町中小企業振興基本計画に基づく施策の実施 〃

中小企業の人材育成支援 〃

中小企業の創業及び事業承継の支援 〃

商品券事業の実施及び発行助成 〃

工業振興施策の推進 〃

工業製品等の販路の拡大 〃

小梅屋サイト事業 〃

商店街街路灯設置の助成 〃

本町商店街活性化事業の実施 〃

町内企業・事業者への支援及びネットワークの構築 〃

道の駅の人材育成 〃

【観光】 集客イベントの開催及び助成 〃

魚楽園ライトアップ事業の助成 〃

農泊事業の推進 法人

かわさきパン博事業の推進 川崎町

筑豊フェア事業 〃

ふくおか町村フェア事業 〃

町イチ！村イチ！事業 〃

ヘルス・エコツーリズムの推進 〃

あたか棚田彼岸花まつりの推進 〃

観光パンフレット多言語表記事業 〃

観光総合プロデュース事業の促進 〃

雪舟まつり事業の推進 〃

地域資源マップの作成 〃
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地域資源を活かした事業モデルの構築 川崎町

観光周遊ルートづくり 〃

川崎自慢ブックの作成・配布 〃

戸山原古墳まつりの推進 〃

【企業誘致】 企業誘致の推進 〃

【その他】 イルミネーション事業の助成 〃

グルメマップ制作事業の助成 〃

食育を推進するエコポイント制の導入 〃

ふるさと納税の推進 〃

川崎町観光施設の運営 〃

プレミアム商品券発行助成 〃

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃

(11)その他

農業用建物施設の維持 川崎町

鳥獣等被害防止柵設置及び被害防止対策事業 〃

工業団地造成 〃

 

 

（４）産業振興促進事項 

本町産業の振興と雇用の増大及び町民の福祉の増進を図るため、町内に事業

所の新設等を行う事業者に、必要な奨励措置を講じます。 

 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

川崎町全域 製造業、旅館業、 

農林水産物等販売業 

情報サービス業等 

令和 8年 4月 1日 

～ 

令和 13年 3月 31日 

 

 

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）及び（３）のとおり。 
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（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町の公共施設等総合管理計画では、次のとおりスポーツ・レクリエーショ

ン系施設、産業系施設及びその他施設の管理に関する基本的な方針を定めてい

ます。 

ア レクリエーション施設・観光施設・保養施設 

レクリエーション施設・観光施設・保養施設については、町内における地

域間交流、観光の拠点であることを踏まえ、町内外から親しまれる施設とし

て、魅力ある体験型イベントの拡大、新たな付加機能の創出等により、利用

者増大を図ります。 

また、今後も地域活性化に向け継続的に活用することを前提に適切な改修

や修繕、除却等を行い、安全性の確保や長寿命化を図りつつ、道の駅などの

町の収益の柱となるような施設については建設を検討していきます。 

一方で、「戸谷自然ふれあいの森」については、キャンプ施設や山荘の老

朽化が進んでおり、財政状況等を見極めながら建替えも含めた対策を検討し

ます。 

イ 産業系施設 

町内の産業系施設については、地域経済の活性化や雇用促進、新たな産業

振興を目的としていることから、町における今後の産業振興施策を踏まえ、

施設の必要性を精査します。必要施設については、継続的に点検・修繕を行

い、点検履歴を情報として蓄積し、必要に応じた診断等を行うことにより、施

設の長寿命化、コストの削減化を図ります。 

なお、管理主体が不明となっている既存施設については、管理状況を把握

するとともに産業施策の動向や利用状況等を踏まえ、売却、廃止を含めた検

討を行います。 

また、現在民間との賃貸借契約を締結している施設については、契約期間

満了後の売却を含めた検討を行うこととします。 

その他、管理運営面では、指定管理や民間事業者等による維持管理を継続

し、引き続きコスト縮減に努めます。 
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ウ その他施設 

施設の将来的な利用ニーズを踏まえ、各施設の点検・診断を行い、状況を

把握するとともに、今後も維持していく施設は、継続性や建物の安全性を確

保するため、老朽化に対し、適切な時期及び方法で必要な改修・修繕を行い

ます。 

また、各施設の目的や用途に応じた管理手法を施設ごとに検討し、維持管

理コストの縮減を図ります。 

老朽化が著しい施設については、安全性の確保を前提に検討を行います。

取り壊す施設については、跡地の有効利用等の検討を併せて進めます。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針

に適合するものです。 
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４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 

① 情報通信 

光回線（高速・大容量の通信回線）の普及により、インターネットを活用し

た新たな技術の登場など、さらなる情報技術の進展が予測され、地域への情報

化の取組は、地域社会に欠かすことのできない重要な課題です。 

また、自治体 DX の推進を行い、行政コストの削減、行政サービスのオンラ

イン化、行政情報の提供等、ICTを活用した住民の利便性向上について検討し

ていく必要があります。 

 

② 防災行政用無線施設 

平成 21年に整備した防災行政無線については、令和 5・6 年度に老朽化した

親局設備の改善に併せ、利便性の向上を目的に HPや SNSとの連携を図るなど、

幅広く活用できる設備となっています。今後は、町内各地の子局約 60 か所の

機器更新を行い、必要な情報の発信に努めます。また、放送を聞き取りにくい

世帯に対し、個別受信機の貸し出しを行っています。 

発信する情報としては、小学校・中学校の下校放送や町内行事の案内、地震・

台風や大雨時に災害に関する情報などを発信し、地域住民の安心安全に役立っ

ています。 

防災行政無線の整備については、情報の多様化などを踏まえ、情報発信のあ

り方など、必要な人に必要な情報を届けることができるよう、利便性を高める

施策を推進していく必要があります。 

 

（２）その対策 

① 情報通信 

ア 民間事業者の活力を生かした取組を推進します。 

イ 住民が情報化のメリットを享受でき、効果が実感できるような取組を推

進します。 
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持続的発展

施策区分

３ 地域におけ (1)電気通信施設等

　 る情報化    情報化のための施設

【防災行政用無線施設】 防災行政無線の整備 川崎町

(2)過疎地域持続的発展

   特別事業

【情報化】 自治体DXの推進 川崎町

(3)その他

議会の会議ペーパーレス化 川崎町

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

ウ ICTの活用等を推進し、快適で便利に利用できる行政サービスの提供を図

ります。 

 

 ② 防災行政用無線施設 

ア 防災行政用無線施設の維持・管理を推進します。 

イ 情報の多様化や情報発信のあり方などを踏まえ、無線施設・設備を推進

します。 

ウ 聞き取りやすく理解しやすい情報発信に努めます。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

 ① 道路 

福岡都市圏及び北九州都市圏等との幹線道路網の整備は、本町における重要

な施策であり、地域の発展に重要な役割を果たすものであることから、早急に

取り組まなければならない大きな課題です。 

本町の道路状況は、国道 322号及び国道 322号バイパス、県道 6路線、町道

は 1 級町道 17 路線、2 級町道 33 路線、その他の町道 359 路線、町道合計 409

路線で、町道の実延長は 204.3㎞です。 

国道 322号バイパスは、令和 2年 7 月に香春町の観音口交差点から大任町の

桑原工業団地までの 10.5 ㎞が供用開始され、田川地域から北九州地域の全線

が開通されました。 

今後は、金辺トンネルから県道八女香春線までの区間の 4 車線化、田川市郡

より南側では、嘉麻バイパス、第 2 大刀洗バイパスの整備が進められており、

この整備が完成すると、北九州市を起点とし、田川市郡等を経由して久留米市

に至る延長約 123 ㎞が全線供用開始されます。 

主要幹線道路である県道は、田川市、嘉麻市、添田町、大任町を結ぶように

町内を通っており、国道 322号バイパスの全線開通に伴い町内の交通量増加が

予想されます。本町の町道は、道路幅員が狭くカーブが多い道路等の安全面の

対策として、道路拡幅改良整備や歩道設置などの整備が課題となっています。 

また、道路を構成する上で重要なものとして橋梁、法面がありますが、これ

は各道路管理者が維持管理するものであり、今後老朽化する道路橋、法面の増

大に対応するため「個別施設計画（橋梁）、（法面）」を基に、町内全橋及び主

要町道法面の点検、修繕計画に沿った予防的な修繕や計画的な架替えなどを行

うことで、地域道路網の安全性、信頼性を確保する必要があります。 

道路網の整備については、単に交通だけでなく産業、雇用、観光や生活基盤

など様々な面で、利便性が飛躍的に高くなることを踏まえ、本町の最重点施策

として推進していく必要があります。 
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② 交通 

本町では、昭和 63年に JR上山田線が廃止された後、その代替交通となって

いた西鉄バス路線（後藤寺～安宅）も平成 17年 9月 30日に廃止になり、平成

18年 4月から西鉄バス路線を中心に「町バス」を運行し、その後、「町内巡回

バス」と名称を改めました。 

平成 20年 2 月に「川崎町地域公共交通活性化協議会」を設置し、平成 21年

3月に「川崎町公共交通総合連携計画」を策定、同年 5月に「川崎町地域公共

交通会議」を設置し、同年 9月 1日から内容をより充実させた有料コミュニテ

ィバス「川崎町ふれあいバス」の運行を開始しました。 

令和 6年 3月に、持続可能な公共交通を構築するため「川崎町地域公共交通

計画」を策定しました。 

このようななか、添田町及び川崎町の両町の運行助成により路線が存続され

ていた西鉄バス添田線（後藤寺～川崎～添田）の運行が令和 7 年 9 月 30 日を

もって廃止となりました。 
「川崎町地域公共交通計画」にも記載してあるとおり、本路線は、田川市・

川崎町・添田町をつなぐ本町の基幹バス路線であり、高齢化社会を踏まえて、

交通弱者の生活路線としてますます重要となるため、「川崎町ふれあいバス」

を代替交通として、今後は維持していくこととしています。 

今後、交通ネットワークの維持や効率的な路線維持確保、住民が利用しやす

い公共交通を推進していくため、広域運行等を含めた今後のあり方を検討する

必要があります。 

また、行財政コストの縮減（長期的運行に向けた準備）、路線の見直し等に

よるネットワークの再編成、わかりやすい路線設定、利用者ニーズに合った運

行時間等について、地域住民の理解と協力を得ながら実施することが課題とな

ります。 
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（２） その対策 

① 道路 

ア 国道 322 号バイパスの早期整備の実現をめざし国・県等の関係機関へ要

請します。 

イ 主要地方道をはじめとする県道の拡幅改良についても実現をめざし国・

県等の関係機関へ要請します。 

ウ 地域活性化のため産業系道路の整備を推進します。 

エ 広域行政推進の立場から、隣接市町との接続道路等の整備を促進します。 

オ 「個別施設計画（橋梁）」に沿った修繕や計画的な架け替え等により安全

性、信頼性の確保を推進します。 

カ 「個別施設計画（法面）」に沿った修繕や計画的な改修等により安全性、

信頼性の確保を推進します。 

 

② 交通 

ア 交通弱者の生活を支える現行バス運行路線の維持及び国・県等の関係機

関へ協力を要請します。 

イ コミュニティバスの広域化や交通空白地域へのバス運行の検討、公共交

通による町民の社会参加支援を推進します。 

ウ バス車両の更新、バス停留所案内板の整備、バス待合所の設置、バスマ

ップ・時刻表の内容の充実、バス利用の利便性向上などに努め、わかり

やすく誰もが気軽に安心して利用できるコミュニティバス運行を推進し

ます。  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 32 - 

 

持続的発展

施策区分

４ 交通施設 (1)市町村道

   の整備、 【道路】 大峰団地四号線　　（改良） 川崎町

　 交通手段 公門原線　　　　　（改良） 〃

　 の確保 岩鼻奥谷線　　　　（改良） 〃

病院下住吉線　　　（改良） 〃

鷹峰中学校線　　　（新設） 〃

新町池尻駅線　　　（改良） 〃

豊州団地線　　　　（改良） 〃

岩鼻田川線　　　　（改良） 〃

本町吉原線　　　　（改良） 〃

米田上真崎線　　　（改良） 〃

上真崎宮の前線　　（改良） 〃

川崎・荒平線　　　（改良） 〃

大峰団地五号線　　（改良） 〃

八丁東川線　　　　（改良） 〃

中組・小畑線　　　（改良） 〃

岩鼻奥谷線交差点　（改良） 〃

三ケ瀬森安線　　　（改良） 〃

町内一円道路改良及び整備 〃

【橋りょう】 冥加塚橋　　　（維持修繕） 〃

真崎橋　　　　（維持修繕） 〃

川崎大橋　　　（維持修繕） 〃

1092-1号橋　　（維持修繕） 〃

町内一円点検業務 〃

個別施設計画策定 〃

町内一円橋梁の整備 〃

【その他】 町管理河川の整備 〃

町管理道路の安全設備整備 〃

(2)農道

町内一円農道の整備 川崎町

(3)林道

町内一円林道の整備 川崎町

林道開設事業及び改良整備 〃

(5)鉄道施設等

【鉄道施設】 豊前川崎駅舎及び駅周辺の整備 川崎町

(6)自動車等

【自動車】 コミュニティバスの購入及び改修 川崎町

(9)過疎地域持続的発展

   特別事業

【公共交通】 コミュニティバスの運行維持 川崎町

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町の公共施設等総合管理計画では、次のとおり道路及び橋梁の管理に関す

る基本的な方針を定めています。 

ア 道路 

道路の状態や劣化予測等を把握するため、国等が示す「基準」「要領」等

を踏まえ、適切な点検・診断や補修を実施し、維持管理コストの縮減を図り

ます。 

また、交通の安全性を高めるため、道路パトロール等の日常点検により、

道路施設の状況を把握するとともに、点検結果や診断結果を記録し、危険箇

所の改善に努めます。 

その他、点検・診断等により、道路利用者等に被害が発生すると判断され

た場合には、緊急的な修繕を実施するとともに、通行止め等の必要な措置を

講じ、安全を確保します。 

イ 橋梁 

「川崎町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、道路法施行規則及び告示に基

づく定期点検のほか、日常点検（道路パトロール等）等による異常の早期発

見に努めるとともに、点検結果や診断結果を活かした軽微な損傷時点での補

修等、予防保全型の維持管理を進め、長寿命化を図るとともに、コストの縮

減・平準化に努めます。 

なお、点検・診断等により、利用者に被害が発生すると判断された場合に

は、緊急的な修繕を実施するとともに、通行止め等の必要な措置を講じ、安

全を確保します。また、補修による長寿命化、架替えについて検討し、対応

を図ります。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針

に適合するものです。 
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６ 生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

 ① 水道 

本町の水道事業は、将来的な水需要の変化に対応できる水源の確保や経営の

効率化を目的に、田川市郡の 4市町（田川市、川崎町、糸田町及び福智町）の

経営の一体化により、令和元年度から「田川広域水道企業団」となりました。

令和 5 年度からは 4 市町の水道事業を統合するとともに、水道料金を統一し、

統合後も安定して良質な飲料水を住民に供給することに努めています。 

また、住民のライフラインである水道管や上水道施設は、近年頻発する地震

を考慮した耐震性のある水道管布設や老朽管の計画的な更新など住民の生活

を損なわず、安定給水できる環境整備が必要となります。 

 

② 廃棄物処理 

本町の一般廃棄物の処分は、田川市と共同で運営を行っている田川市川崎町

清掃センターで行っておりましたが、令和 7年 4月からは田川地域 8市町村共

同運営で行う新ごみ処理施設「さくら環境センター」で行っています。田川地

域から出るごみを適正に処理することで、地域の住民の方々が安心して暮らせ

る田川を目指しています。 

新ごみ処理施設へ移行し、回収基準の一部が新しく統一されたため、住民へ

の周知徹底及び問い合わせがあった際の丁寧な説明が必要となります。 

また、し尿及び浄化槽汚泥に関しては令和 3年度から田川地区クリーンセン

ターで既に処分が行われています。この施設は、自動制御された高度処理を採

用し、放流水質の向上、臭気対策などに万全を期すなど近代化された設備を備

え、周辺環境に十分配慮した衛生施設となっています。例えば、し尿処理の際

に出る残渣に関しても一般廃棄物の焼却処理の際の助燃材として使用したり、

堆肥化して近隣住民へ配布したりするなどして可能な限り無駄をなくし、周辺

環境に配慮するような仕組みを構築しています。この施設の円滑な運営により、

快適な環境づくりに大きく寄与するものと期待されています。 

廃棄物処理施設とは異なりますが、本町の問題点としてごみの不法投棄が挙
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げられます。特に山間部や人通りが少ない箇所での産業廃棄物や家庭ごみの不

法投棄と交通量が多い箇所では車から投げ捨てられたと思われる食品包装や

たばこの吸い殻、ペットボトル、カン、ビンの不法投棄が問題となっています。

ごみそのものを減量するため、循環型社会形成に向けての啓発活動を行ってい

く必要があります。 

 

③ 防災 

近年、梅雨前線による豪雨や大型台風の発生、令和 6 年能登半島地震など、

日本各地において大規模な災害が発生しており、また、南海トラフ地震の発生

も予測されています。 

土砂災害、台風、地震、火災などの災害による被害を防ぐためには、自分の

身は自分で守る「自助」、地域住民で互いに助け合う「共助」、消防・警察・行

政などによる救助や支援活動である「公助」の連携が重要です。 

災害時に「自助」・「共助」・「公助」が十分に機能し、それぞれが連携できる

ように、住民への啓発や自主防災組織の結成の推進、防災ハザードマップの作

成及び配布、消防や警察等との連携などの取組を進める必要があります。 

 

④ 消防 

火災や地震・台風等は、最も大切な生命を脅かすだけでなく、大切な財産を

奪う、とても恐ろしい災害です。 

その災害から住民の生命、財産を守る消防・防災活動については、主に常備

消防の田川地区消防組合と非常備消防の消防団との連携により行っています。 

常備消防は、昭和 45年に田川市郡 10市町村により福岡県田川地区消防組合

を設立し、昭和 62年に新庁舎を建設しました。 

救急業務においては、年々増加の一途をたどっており、予防行政を充実する

ことにより、増大する救急需要に対応していきます。 

また、田川地区消防署川崎分署が設置されてからは、町内での火災の初期消

火と救急業務に大きな成果を上げています。 

今日では、災害が複雑多様化しているため、広域消防としての施設、資機材
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の整備強化の充実を図っていきます。 

町民等で組織されている消防団は、団員数 289 人 11 分団からなり、地域の

火災や防火活動などに対処しています。 

しかし、消防団員の高齢化と就労状況の変化に伴い、主に昼間の火災などへ

対応する人員の確保が課題となっています。 

消防団では、女性分団を組織し、家庭内における火災予防の指導など、日頃

から火災に対する注意を促す啓発活動や災害時の要支援者対策に取り組んで

います。また、役場職員で構成する機能別分団を組織し、日中の火災などに対

応しています。 

今後も、団員の確保や装備基準の改正、消防水利や格納庫などの消防関係 

施設の整備や地域に密着した防火啓発をなお一層推進し、非常備消防体制の強

化を図る必要があります。 

 

 ⑤ 住宅 

本町は、町営住宅 41 団地 2,306 戸と県営住宅 5 団地 419 戸、計 2,725 戸の

公営住宅を保有しており、公営住宅の世帯数比率は福岡県内のトップとなって

います。しかし、町営住宅の多くは老朽化が進んでおり、建替えの促進や計画

的な修繕・改善による維持管理が求められています。 

高齢化の進行やライフスタイルの変化により、町民の住環境に対するニーズ

は多様化しており、その必要性に応じた居住環境を整備するためには、高齢者、

障がい者等にも利用しやすい、良質で安全な環境に配慮することが求められて

います。 

既に耐用年限を超えた住宅もあるため、平成 24 年度から「川崎町営住宅長

寿命化計画」に基づき、人口減少社会や超高齢社会の進行に適応した入居ニー

ズを十分に踏まえ、将来に向けた適正な町営住宅の管理戸数を設定し、町営住

宅の効率的かつ円滑な建替え、修繕、改善を行う計画的な住環境の整備を推進

します。 

個人の住宅においては、生活水準の向上に伴う持家志向がバブル経済崩壊後

の不況下でも続いているため、引き続き住環境の整った良質で安価な住宅地の
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供給を図っていく必要があります。 

また、人口減少により近年空き家が増加し、それに伴い危険家屋及び環境不

良家屋等も増加しています。地域住民の生命又は財産を保護するとともに、そ

の生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進することが重要です。 

 

（２）その対策 

 ① 水道 

ア 水資源の確保に努めます。 

イ 上水道施設の整備を図ります。 

ウ 経年老朽管を更新します。 

エ 節水意識の向上啓発を促進します。 

オ 給水区域内の未普及地域への給水施設の整備を図ります。 

  

② 廃棄物処理 

ア 循環型社会形成へ向けた住民への啓発活動に努めます。 

イ ごみの減量化・再資源化の普及を促進します。 

ウ 4R 運動（リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ）の普及を促

進します。 

エ 町内一斉清掃の実施やごみ不法投棄防止看板を設置し、住民に不法投棄

問題の周知を図ります。 

オ 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進のため、HP や広報紙な

どで啓発に努めます。 

 ③ 防災 

ア 総合的な防災体制の整備を図ります。 

イ 自主防災組織の設立を推進します。 

ウ 防災袋の常備等住民の防災意識高揚の啓発に努めます。 

エ 非常時の持出品や食料等備蓄品の準備など防災意識の向上に努めます。 

オ 防災マップを作成及び配布し、住民への周知を図ります。 
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 ④ 消防 

   ア 消防団の活性化対策を促進します。 

   イ 消火栓、防火水槽、消防自動車等消防設備の整備を推進します。 

   ウ 火災予防運動・消火訓練などの活動の促進に努めます。 

   エ 緊急避難場所の周知を図ります。 

   オ 消防における消防訓練等を実施します。 

   カ 応急手当の普及とバイスタンダーによる救護活動の重要性の周知を図り

ます。 

   キ 医療機関及び関係機関等と連携した適切な救急業務を推進します。 

 

 ⑤ 住宅 

ア 公営住宅の維持、補修を推進します。 

   イ 公営住宅の建替えや大規模修繕など計画的な整備を推進します。 

   ウ 公営住宅長寿命化計画を推進します。 

   エ 良質な住宅、宅地の供給を図ります。 

   オ 空き家の解体等の助成や利活用を推進します。 
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持続的発展

施策区分

５ 生活環境の (1)水道施設

   整備 【上水道】 配水管耐震化の整備 企業団

老朽配水管の布設替 〃

配水管漏水防止の対策 〃

上水道未普及地域解消の調査 〃

(2)下水処理施設

【その他】 地区下排水路の整備 川崎町

(3)廃棄物処理施設

【ごみ処理施設】 一般廃棄物処理施設の整備及び建設事業 一組

一般廃棄物最終処分場の整備及び建設事業 〃

ごみ処理施設等整備事業 〃

塵芥回収車購入整備 川崎町

【し尿処理施設】 し尿処理施設整備及び建設事業 一組

(5)消防施設

町内消防団消防自動車の整備 川崎町

消防水利の設置・維持管理 〃

消防団施設の整備 〃

田川地区消防組合施設及び車両の整備 一組

(6)公営住宅

豊州改良住宅建替え 川崎町

大峰改良住宅建替え 〃

公営住宅の維持補修 〃

団地の除却 〃

団地の屋根・外壁等の大規模修繕 〃

改良住宅建替事業 〃

公営住宅長寿命化計画の推進 〃

(7)過疎地域持続的発展

   特別事業

【生活】 住宅用分譲用地の販売促進 川崎町

空き家の利活用の推進 〃

【環境】 小型合併処理浄化槽設置の助成 〃

遠賀川水質汚濁防止対策及び啓発 〃

資源ごみ回収団体奨励金の助成 〃

町内一斉清掃 〃

環境保全に関する対策及び啓発 〃

【危険施設撤去】 空き家における解体等の補助 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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【防災・防犯】 防火啓発活動の推進 川崎町

防災マップの作成 〃

町内防犯灯のLED化 〃

(8)その他

地域納骨堂の改修及び整備 川崎町

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町の公共施設等総合管理計画では、次のとおり上水道、供給処理施設、行

政系施設、公営住宅及びその他施設の管理に関する基本的な方針を定めていま

す。 

ア 上水道 

老朽化に伴う漏水事故の被害を最小限にとどめるため、日常点検により布

設管路の劣化状況等の把握に努め、修繕・改良を行い、安定的な水の供給を

図ります。 

点検等により、安全性に支障を来すと判断された場合には、緊急的な修繕

を実施するなど必要な措置を講じます。 

また、老朽管の更新にあたっては、優先順位を付けて事業量の平準化を図

るとともに、水道管の長寿命化や耐震化を図ります。 

イ 供給処理施設 

各供給処理施設の目的や用途、将来的な必要性を勘案し、統合や廃止、管

理手法を施設ごとに検討し、適切な維持管理、運営に努めます。 

今後も継続的に使用する施設については、継続性や建物の安全性を確保す

るため、計画的に施設の点検・診断を行います。修繕や更新が必要な場合は、

適切な時期及び方法で必要な改修・修繕を実施し、長寿命化に向けた維持管

理を進めます。 

ウ 行政系施設（庁舎等） 

役場庁舎については、災害時の対策本部となることもあり、継続的に活用

していくこととし、住民サービスの質的な維持向上等に向けて、劣化が進む

前に計画的に点検や劣化診断を行う（予防保全）ことで、可能な限り施設の
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長寿命化を図ります。 

また、総コスト縮減に向けて、事務の効率化や業務の一部委託、職員の適

正配置等を含めた総合的な見直しを進めます。 

エ 行政系施設（消防施設） 

消防団による分団格納庫は、災害時等にその機能を果たせるよう、随時点

検を行い、適切な維持管理を進めるとともに、計画的な改修により、施設の

長寿命化を進めます。 

また、老朽化が著しく進行した施設については、地域の将来人口等を見据

え、効率的な消防団運営を行えるよう検討します。 

オ 公営住宅 

公営住宅については、入居者が安全安心な生活ができるよう、定期的に必

要な点検・診断や早期に修繕を実施することで、既存ストックの適正な維持

管理、長寿命化に努めます。 

また、「川崎町営住宅長寿命化計画」に基づく必要な保有量を確保すると

ともに、老朽化が著しく耐震性を確保できない住宅については、計画的に取

り壊しや建替え、修繕を実施し、良質な住宅ストックの形成を図ります。 

その際、入居率の低下が著しく進んだ住宅については廃止を検討するほか、

入居者意向を踏まえ、公営住宅間の集約化・統廃合を進めます。 

その他、公営住宅の有効活用にあたっては、「川崎町総合戦略」に基づき、

移住者の住宅確保のほか、公共施設等の利用促進に向けて、民間活力の導入

を含めた検討を進めます。 

カ その他施設 

施設の将来的な利用ニーズを踏まえ、各施設の点検・診断を行い、状況を

把握するとともに、今後も維持していく施設は、継続性や建物の安全性を確

保するため、老朽化に対し、適切な時期及び方法で必要な改修・修繕を行い

ます。 

また、各施設の目的や用途に応じた管理手法を施設ごとに検討し、維持管

理コストの縮減を図ります。 

老朽化が著しい施設については、安全性の確保を前提に検討を行います。
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取り壊す施設については、跡地の有効利用等の検討を併せて進めます。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針

に適合するものです。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

① 高齢者福祉 

我が国の人口構成は、平均寿命の伸長と出生率の低下により、急速に高齢化

が進み、今や人生 100年時代となり、本格的な超高齢社会を迎えています。本

町の状況をみると、高齢者人口は確実に増加しており、令和 2年の国勢調査で

は総人口 15,176 人のうち、65歳以上の高齢者は 5,932人で高齢化率は 39.1％

となっています。 

超高齢社会への対応が求められている状況のなか、本町では令和 6年 4月に

「第 10 次川崎町高齢者保健福祉計画」を策定し、その計画の基本理念である

“住み慣れた地域で、共にささえあい、自分らしく最期まで安心して暮らせる

町へ”を念頭に置き、高齢者が日常生活支援や介護が必要な状況になっても、

住み慣れた地域で安心して生活できる「地域共生社会」の実現をめざす必要が

あります。 

 

② 児童福祉 

人口の減少、少子高齢化が進み家族の形態変化、就労の多様化、地域コミュ

ニティの帰属意識の希薄化など、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化

し、社会的、経済的に様々な問題が生じています。 

本町では、子ども子育て関連 3 法に基づき、平成 27 年 4 月から「子ども・

子育て支援法」が施行され、「川崎町子ども・子育て支援事業計画」を策定し

ました。 

令和 5年 4月には「こども基本法」が施行され、こども施策を実施する行政

機関として「こども家庭庁」が発足しました。社会環境の変化や本町のこども

や子育て環境を取り巻く状況等を踏まえ、「子ども・子育て支援事業計画」と

「子どもの未来応援計画」を一体的な計画として令和 7年 3 月に「第 3期川崎

町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育てに向けた取組を切

れ目なく総合的に支援していきます。 

また、老朽化した町内の特定教育・保育施設の整備等を行い、全てのこども



 

- 44 - 

 

たちがいきいきと健やかに育つことができる環境づくりに努めます。 

   

③ 障がい者福祉 

現在、障がい者を取り巻く状況は、社会情勢、経済情勢によりめまぐるしく

変化しています。また、人々の価値観やライフスタイルが多様化するなかで

年々、障がいのある人の意識が変化し、地域における自立支援や社会参加への

意識がますます高まっている一方、障がいのある人の高齢化、障がいの重度

化・多様化も進んでおり、個々の障がいの状況に応じた対応が求められます。 

本町では平成 27年 3月に「第 3期川崎町障がい者福祉基本計画」を策定し、

障がいのある人々の自立支援と社会参加を推進してきました。さらに、令和 3

年 3 月に「第 4 期川崎町障がい者福祉基本計画」へ見直すとともに、「障がい

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援

法）」において策定が義務付けられる「川崎町障がい福祉計画」及び「川崎町

障がい児福祉計画」と一体的に策定をしました。今後も計画の定期的な見直し

を行い、障がいの有無に関わらず、誰もが社会の対等な構成員として、一人ひ

とりの人権が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自立して暮らすことので

きる“障がい者の自立と社会参加を支えるみんなに優しい町づくり”を推進し

ていく必要があります。 

 

 ④ 保健センター 

心身ともに健康で暮らすことはみんなの願いであり、健康な生活や暮らしが

できる社会基盤の充実が必要です。町民誰もが生涯にわたり医療に頼らず、心

も体も健康で幸せに過ごせる町（スマート・ウェルネス・シティ：健幸都市）

をめざし、運動する場所や機会を整備することで生活習慣病予防による要介護

にならないための健康づくりを図ってきました。 

町民の生活習慣を改善し、特定健康診査（メタボリックシンドローム検査）

により疾病の早期発見に努め、心身の健康を保つとともに、町民の健康づくり

を推進する必要があります。 

母子保健事業の分野においては、核家族化、女性の社会進出、少子化などの
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社会情勢の変化により、こどもを産み育てる環境は大きく変化しています。離

乳が正しく完了していない乳児や生活習慣の確立ができていない乳幼児、さら

に社会環境要因などによる言葉や運動発達の遅れなど、療育を必要とする乳幼

児もおり、問題は複雑化しています。今後は、保護者の心身の負担を軽減する

ため、身体や精神、言語など、発達上医療的指導の必要がある乳幼児を対象に

した発達相談等の支援を充実させる必要があります。 

健康増進事業、介護予防事業の分野では、疾患の原因は生活習慣によるもの

が大きいとされ、脳卒中、心臓病などの循環器疾患は、死因の上位を占めてい

るばかりでなく、認知症や寝たきりの原因にもなっています。 

また、悪性新生物による疾病が急増しており、早期発見のために健康診断の

受診率の向上が課題となっています。食生活の改善指導や健康教室の開催を通

じて、自己の健康チェックを行う機会を提供するとともに、住民健診において

受診しやすい日程の編成や啓発の充実を図り、健康管理、健康づくりを積極的

に推進する必要があります。 

 

⑤ 子育て支援センター 

子育て支援センターでは、養育支援訪問事業及びこどもを守る地域ネットワ

ーク機能強化事業、利用者支援事業（こども家庭センター型）、地域子育て支

援拠点事業を行っています。 

地域子育て支援拠点事業では、主に、わくわく広場にて未就学児とその保護

者に向けて交流の場を設け、毎月様々な講座を行っています。広場の年間利用

者数及び講座参加者数は毎年増加傾向にあり、多くの子育て親子が集っていま

す。今後も安全で安心して利用ができるような対策を行い、子育てについての

悩みごとなどを気軽に相談できる環境づくりに努めていきます。 

養育支援訪問事業では、乳児全戸訪問事業等により把握した、特に支援を必

要とする妊婦や児童に対して、保健師等が訪問し、相談や支援を行っています。

支援している保護者の多くは様々な課題をかかえており解決には至らず継続

的な支援が必要です。 

こどもを守る地域ネットワーク機能強化事業として、要保護児童対策地域協
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議会の運営を行っており、要保護児童及びその保護者・要支援児童及びその保

護者・特定妊婦に関する情報の交換や要保護児童の適切な保護、要支援児童・

特定妊婦への適切な支援を図るため、保護児童等に対する支援の内容を協議し

ています。児童虐待を受けている児童数は年々増加しており、要保護児童対策

地域協議会の機能強化、関係機関構成員及び関係機関職員の専門性強化を図る

ため、一層関係機関で協力し支援していく必要があります。 

利用者支援事業では、令和 6年 4月に、従来の子育て世代包括支援センター

（母子保健）と子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）の機能を一体化し、母子

保健と児童福祉がより一層連携しながら、全ての妊産婦、子育て世帯、こども

に対して一体的に相談支援を行う機関である「こども家庭センター」を設置し

ました。母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、子育てに困難を抱

える家庭に対して切れ目なく対応していきます。 

 

（２）その対策 

 ① 高齢者福祉 

   ア 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、医療、介護、介

護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地

域包括ケアシステム」の構築に努めます。 

イ 一般介護予防事業として、公民館事業「地域いきいき健幸サロン」を町

内全域に展開し、住民の介護予防及び健康意識向上の醸成に取り組みま

す。 

ウ 高齢者の虐待や財産をめぐるトラブルなど、高齢者の権利に関する問題

解決のため、相談支援体制の充実、「成年後見制度」等の関連制度利用支

援や情報提供など、高齢者の権利擁護の推進に努めます。 

 

 ② 児童福祉 

ア 地域における子育ての支援を推進します。 

  イ こどもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備を図ります。 

  ウ 職業生活と家庭生活との両立を支援します。 
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エ こどもの安全の確保に努めます。 

  

③ 障がい者福祉 

   ア 障がい者と健常者が相互に理解を深め交流できる場を作り、障がい者が

主体的に社会参加、活動できるような施策や一人ひとりの障がいの程度

などに応じたきめ細やかな教育の充実を図ります。 

   イ 障がい者が地域生活を実現するため、保健、医療による障がいの予防、

早期発見、機能回復などをはじめ、障がい者の日常生活を支援する福祉

サービスの充実を図ります。 

ウ 障がい者の地域生活支援のための基盤整備を推進し、障がい者の働く意

欲を尊重し、一般雇用をはじめ、福祉的就労を含めた就労支援の充実を

図ります。 

 

 ④ 保健センター 

ア 生活習慣の改善や介護予防に向けた健康教室等の事業を推進します。 

イ 健康診断の充実を図ります。 

ウ 保健師などによる個別訪問指導の充実を図ります。 

 

 ⑤ 子育て支援センター 

  ア 「こども家庭センター」により母子保健と児童福祉の一体的な相談支援

体制の整備・充実を図ります。 

イ ソーシャルワークを中心とした機能を担う拠点を推進します。 
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持続的発展

施策区分

６ 子育て環境 (1)児童福祉施設

　 の確保、高 【保育所】 民間保育所施設の整備 法人

   齢者等の保 【児童館】 民間児童館施設の整備 〃

　 健及び福祉 放課後児童健全育成施設の整備 川崎町・法人

　 の向上及び (2)認定こども園

　 増進 認定こども園施設の整備 川崎町

認定こども園送迎バスの購入 〃

(3)高齢者福祉施設

【老人ホーム】 特別養護老人ホーム等福祉施設の整備 法人

町立養護老人ホームの整備（愛光園） 川崎町・法人

(5)障害者福祉施設

【障害者支援施設】 障害者福祉施設の整備 法人

(7)市町村保健センタ

   ー及びこども家庭 保健センター施設の整備 川崎町

　 センター

(8)過疎地域持続的発展

   特別事業

【児童福祉】 児童・生徒の医療費助成 川崎町

保育料の軽減 〃

休日保育事業の実施に向けた体制の整備 〃

病児、病後児保育事業の実施に向けた体制の整備 〃

児童虐待防止対策等総合支援事業 〃

養育支援訪問事業 〃

こどもを守る地域ネットワーク機能強化事業 〃

地域子育て支援拠点事業 〃

放課後児童健全育成事業の推進 〃

【高齢者・障害者福祉】 介護予防・生きがい対策の推進 〃

高齢者等見守りネットワーク事業の推進 〃

認知症高齢者見守り支援事業の推進 〃

成年後見人制度支援事業の推進 〃

高齢者スポーツの推進 〃

在宅支援サービスの事業の推進 〃

高齢者のいきがいの推進（敬老祝金・敬老会） 〃

障がい者が参加できる交流の場の促進 〃

高齢者・障がい者の安心・安全生活サポート事業の推進 〃

コミュニケーション事業(手話通訳の推進) 〃

療育相談体制の推進 〃

早期療育体制の充実 〃

重度障害者の医療費助成 〃

発育相談体制の推進 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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【健康づくり】 女性特有がんの検診の推進 川崎町

スマート・ウェルネス・シティ事業の推進 〃

健康増進の推進 〃

定期予防接種事業の推進 〃

乳幼児健康診査、母子保健事業の推進 〃

地域自殺対策緊急強化事業の推進 〃

「食」に関する学習機会の充実 〃

【その他】 妊婦のための給付金 〃

ひとり親家庭等日常生活支援事業 〃

ひとり親家庭等の医療費助成 〃

雇用・就業環境の整備 〃

道路環境、交通機関、施設のバリアフリー化の促進 〃

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃

(9)その他

老人福祉センターの整備 法人

総合福祉センターの整備 〃

地域福祉支援拠点施設の整備 川崎町

児童遊園の整備 〃

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町の公共施設等総合管理計画では、次のとおり子育て支援施設及び保健・

福祉施設の管理に関する基本的な方針を定めています。 

ア 子育て支援施設（こども園） 

地域における子育て支援拠点として、施設の有効活用を図るとともに、施

設の安全を確保し、必要に応じた改修・修繕を計画的に行います。 

また、子育て家庭の多様なニーズを踏まえ、施設における保育事業の実施

について検討するとともに、サービス需要に応じた運営方式や保育環境の整

備を行います。 

イ 子育て支援施設（幼児・児童施設） 

放課後児童クラブは、こどもにとって放課後の重要な居場所となるため、

引き続き施設を維持するとともに、施設の安全を確保します。 

また、必要に応じた改修・修繕を計画的に行うとともに、学童数の推移を

みながら更新時期に合わせて施設のあり方を検討します。その際、既存公共

施設を活用する複合化等により、交流の場を持てる環境づくりのほか、学校
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施設の活用（余裕教室の活用など）を含め、効率的かつ効果的な施設活用方

法についても併せて検討を図ります。 

ウ 保健・福祉施設（高齢福祉施設） 

高齢福祉施設については、利用者の安全を確保するとともに、継続的に点

検・修繕を行い、点検履歴を情報として蓄積し、必要に応じた診断等を行う

ことにより、施設の長寿命化、コストの削減に取り組みます。 

エ 保健・福祉施設（保健施設） 

保健施設については、健康づくりや生きがいづくりの場として、より多く

の住民が利用して交流できるよう、施設の多目的な利活用や活動内容等、ソ

フト面での充実に向けて、業務委託による運営等、今後の管理・運営方法に

ついても併せて検討を進め、利用促進とともに維持管理コストの縮減に努め

ます。 

また、利用者の安全な利用に向けて継続的に点検・修繕を行い、施設の長

寿命化やコストの削減を図るとともに、建替えや大規模改修が必要となる際

には、他の施設との統廃合を含めた検討を行います。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針

に適合するものです。 
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８ 医療の確保 

（１）現況と問題点 

 ① 国民健康保険 

歳入においては、本町の人口推移と同様に国民健康保険加入世帯数及び被保

険者数が年々減少しており、保険税収入も減少傾向にあります。 

歳出においては、医療費の額が近年は減少していますが、一人当たりの医療

費は増加傾向となっています。今後も高齢化が進むことや医療の高度化等によ

り医療費が増加していくことが予想されるため、引き続き税収等の歳入確保と

健康増進による医療費の削減が最重要課題となります。 

健康増進対策においては、日頃の生活習慣を見直す特定健診及び特定保健指

導等を実施しています。しかし、特定健診の受診率は低迷状況が続いており、

特定保健指導の終了者数も減少している状況です。 

特定健診により生活習慣病を予防することは、被保険者の健康の保持増進や

医療費の抑制などにおいても重要となるため、特定健診対象者への啓発活動や

関係機関との連携等を強化し、受診率の向上に努めます。 

 

 ② 後期高齢者医療保険 

平成 20 年度に老人保健制度から後期高齢者医療制度に移行しましたが、加

速する少子高齢化などにより、医療保険制度を取り巻く環境は厳しいものとな

っています。特に 75 歳以上が加入する後期高齢者医療制度は、他の保険制度

と比較すると医療費の伸び率が高く、安定的な運営が難しい状況にあります。 

このような状況のなか、医療費の伸びが過大とならないように、高齢者の健

康づくりや医療費適正化の取組を推進していくことが重要となっており、計画

的かつ効率的に推進するため、方向性や目標等を体系化した計画が必要不可欠

です。 

 

 ③ 川崎町立病院 

公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保の

ため重要な役割を果たしていますが、近年多くの公立病院において、損益収支
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による経営状況の悪化とともに、医師不足による診療体制の縮小など、その経

営環境や医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっています。 

このような状況のなか、平成 23 年 4 月に川崎町立病院は、地域において提

供される必要な医療体制を確保し、かつ、「行政と病院との責任配分」が明確

化し、より機動性、柔軟性が増す経営形態がとれる独立行政法人（非公務員型）

を導入しました。 

今後は、地域医療を担う公的病院として質の高い医療を継続的かつ安定的に

提供するとともに、地域住民の健康の維持及び増進に寄与し、サービスの向上

と効率的な病院運営を行えるように支援していきます。 

 

④ 救急医療体制 

救急医療は、急性期の疾病等を扱うため、通常の医療機関開設時間以外にお

いても医療提供体制の確保が必要不可欠です。 

田川地区における救急医療体制は、初期救急医療体制として田川地区急患セ

ンターがあり、2次救急医療体制として町内の川崎町立病院及び松本病院を含

む 6つの医療機関がありますが、3次救急医療体制は飯塚病院となっています。 

急性期においては、病態が急速に変化する場合があることから、初期救急医

療及び 2次救急医療において適切な処置を行うとともに、必要に応じて 3次救

急医療への連携を行うことができるよう、体制を整備する必要があります。 

 

（２）その対策 

① 国民健康保険 

ア 特定健診未受診者対策として未受診者全ての人に勧奨できる体制に変更

し、受診率向上に努めます。 

イ 特定健診対象者への啓発活動や関係機関との連携を強化し、受診率向上

に努めます。 
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持続的発展

施策区分

７ 医療の確保 (1)診療施設

【病院】 町立病院の医療機器の整備 独法

町立病院施設の整備 〃

【患者輸送車(艇)】 患者送迎・転院輸送事業 〃

(3)過疎地域持続的発展

   特別事業

【その他】 特定健康診査受診率向上の推進 川崎町

健康情報誌の発刊 〃

健康出前講座の推進 〃

救急医療提供体制の整備 〃

救急医療提供機関の周知 〃

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃

(4)その他

民間医療機関との連携 独法

医療機関相互の情報提供と共有 〃

町立病院の診療体制の強化 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

② 後期高齢者医療保険 

ア 疾病の早期発見につながる健康診査の実施や被保険者が健康に関心をも

つ機会の提供、運動や食事等の生活習慣を見直す広報啓発などの取組を

行います。 

イ 適正受診に向けた取組、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進

など、医療費の抑制に最大限努めます。 

 

③ 救急医療体制 

ア 田川地区急患センターの運営を支援します。 

イ 病院群輪番制の体制の構築及び運営を支援します。 

ウ 在宅当番医制の体制の構築及び運営を支援します。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

 

 



 

- 54 - 

 

９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

① 学校教育 

本町の 4 小学校 1 中学校に通う児童・生徒数は、令和 7 年 5 月 1 日現在で、

小学校 640人、中学校 333人です。令和 3年 5月 1日と比較すると 142人の減

となり、今後もますます児童・生徒数の減少が続くことが予想されます。 

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が 

平成 27 年 4 月 1 日から施行され、総合教育会議の設置及び教育大綱の策定が

義務付けられました。 

このような状況のなか、教育基本法、学校教育法や学習指導要領などの改正

を踏まえ、組織的、計画的、継続的な学校教育を推進し、「知育・徳育・体育」

に関する基礎的、基本的事項を定着させる必要があります。 

また、毎年行われる全国学力テストでも明らかなように、筑豊教育事務所管

内の中でも本町における学力不足の問題については、大変厳しい状況にありま

す。現在、学力の向上に取り組み、小・中学校の教育環境の改善を推し進め、

あわせて文化・スポーツの振興等を図っています。 

さらに、児童・生徒の健やかな成長や心身ともに健全な発達に資する良好な

教育環境及び次世代を担う人材育成のための教育環境の整備を図るとともに、

学校・家庭・地域が連携し地域に根ざした学校づくり、学校を中心とした地域

づくりに努める必要があります。 

特に、校舎及び屋内運動場などの教育施設については、これまで極めて厳し

い町財政状況の下、あらゆる国庫補助金、起債などを活用して改善に努めてき

たことにより一定の成果は得ているものの、いまだ十分とはいえず、校舎の大

規模改修、トイレの洋式化など、今後なお一層整備に努めていくことが課題で

す。 

 

② 社会教育 

本町では、コミュニティセンターを拠点として、自主学習サークルや独自の

学習グループの活動が広がりをみせています。これからは、豊かな人間性を育
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むため、自主的生涯学習講座の拡充を図り、それぞれの施設との連携をとりな

がらネットワークの強化を進め、地域住民の自らの活動をサポートする体制や

施設整備などが必要です。 

また、安宅交流センターを拠点とした、「人と人」、「人と自然」との交流を

促進する事業の推進や地域文化の伝承、掘り起こしなどが求められています。 

令和元年 6月に「川崎町自治公民館活動運営協議会」を設立しました。今後、

この協議会を中心として各地域の自治公民館・生活館・集会所との連携を密に

し、活動の交流、情報の交換及び統一事業の実施等を通して、公民館活動の振

興を図ることが必要です。 

心豊かで心身ともにたくましい青少年を育成することは等しく町民の願い

ですが、高度情報社会の到来による都市化の進展など、社会環境が目まぐるし

く変化するとともに、地域社会の人間関係は希薄化の傾向をたどり、家庭や地

域社会の教育力の低下が社会問題として取り上げられています。 

本町においては、青少年の健全育成を図るため「地域学校協働活動事業」の

実施や「青少年育成町民会議」の活動などを通じて、青少年が生きる喜び、人

のために尽くす喜びを感じてもらうことにより心身ともに健やかに成長でき

るような施策を継続する必要があります。 

 

③ 社会体育 

令和 2年 9月に本町は「健幸都市宣言」を行い、全町民が一丸となって健康

増進、体力向上などを目標としたスポーツ活動や運動を推進できるよう様々な

教室などを開催しています。また、地域においては高齢者層を中心にウォーキ

ングやジョギングに親しみ、日常的な活動のなかで健康づくりに励んでいます。 

しかし、本町のスポーツ活動は、スポーツ団体や各種クラブ活動などの数と

構成員が減少傾向にあり、若年層の参加が少ないことから存続が危惧されます。 

今後は、全町民がスポーツに親しみ「健康づくり」に取り組めるよう、施設

の環境整備と青少年スポーツのさらなる振興を図ることが重要です。 

また、社会教育施設については老朽化が進んでいるため、様々なスポーツ大

会をはじめ式典・イベント、さらには災害時の防災拠点としての機能を持つ施
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設として、建替えに向けた具体的な調査・検討を行うこととしています。 

 

④ 教育集会所 

本町で昭和 40 年代後半から整備の始まった教育集会所は、現在 21か所建設

されました。その大部分は、昭和 50、60 年代に建設年度が集中しており、近

年、その施設の老朽化が目立ってきました。現在、雨漏りなどによる補修や段

差の解消によるバリアフリー化などが集会所の維持管理の課題となっていま

す。 

教育集会所は、住民のコミュニティ施設としての側面も持ち合わせており、

文化学級の開催などで近隣住民にも親しまれてきましたが、住民の高齢化の進

行に伴い、町民のニーズに対応した教育集会所を維持するためには、高齢者や

障がいのある人にも利用しやすい施設管理・維持が求められています。 

 

（２）その対策  

① 学校教育 

ア 学校と教育委員会とのより緊密な連携の構築を図ります。 

イ 児童・生徒の個性や能力の伸長を促進します。 

ウ 確かな学力を定着させるための組織づくりを含めた実践活動を推進しま

す。 

エ 学校施設設備の整備・充実を推進します。 

オ 児童・生徒への安全で安心かつ快適な教育環境の提供による教育の資質

向上の実現を図ります。 

カ 調和のとれた人間形成をめざすための教育内容の実現を図ります。 

キ 使命感に溢れ、実践的な指導能力をもつ教職員の育成を推進します。 

ク 教育相談体制の充実を図ります。 

ケ 保護者を対象とした学習機会の拡充等家庭における教育力の向上を促進

します。 
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 ② 社会教育 

ア 社会教育施設の整備と活用を推進します。 

イ コミュニティセンターを拠点とした生涯学習の場を提供します。 

ウ 中央公民館を中心とした公民館活動の振興を推進します。 

エ 社会教育団体の育成と連携を図ります。 

オ 青少年健全育成の支援と強化を図ります。 

カ 地域学校協働活動事業を推進します。 

 

③ 社会体育 

ア スポーツ施設の整備と充実を図ります。 

イ 運動・スポーツの楽しさ、喜びを普及するための教室や大会及び講演会

等の開催を促進します。 

ウ 指導者の養成・育成・活動を支援します。 

エ 体育協会、スポーツ推進委員、各種スポーツ指導者等の連携及びスポー

ツの普及・発展、青少年スポーツ人口の拡大を図ります。 

 

④ 教育集会所 

ア 教育集会所の維持、修繕を推進します。 

   イ 教育集会所の利用を促進します。 
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持続的発展

施策区分

８ 教育の振興 (1)学校教育関連施設

【校舎】 小・中学校施設の整備 川崎町

【屋内運動場】 小・中学校屋内運動場の整備 〃

【屋外運動場】 小・中学校屋外運動場の整備 〃

【水泳プール】 小学校水泳プールの整備 〃

【スクールバス・ボート】 スクールバスの購入 〃

【給食施設】 給食センター施設の整備 〃

【その他】 学校関連その他施設の整備 〃

ICT環境の整備 〃

(3）集会施設、体育施設等

【公民館】 公民館施設の整備 川崎町

【集会施設】 教育集会所の移転・新築 〃

地区集会所の整備 〃

【体育施設】 中央体育館施設の整備 〃

B&G海洋センター施設の整備 〃

総合運動場施設の整備 〃

三井運動場施設の整備 〃

グラウンドゴルフ場の整備 〃

地域スポーツの推進 〃

【図書館】 図書館施設の整備 〃

【その他】 町民会館施設の整備 〃

大峰ふれあいセンターの整備 〃

勤労青少年ホーム施設等の整備 〃

文化財保存活用施設の整備 〃

陶芸教室用施設の移転整備 〃

隣保館施設の整備 〃

(4)過疎地域持続的発展

   特別事業

【義務教育】 児童・生徒の教育環境の充実 川崎町

児童・生徒の学力向上「公設塾」の推進 〃

地元生産者の地産作物を活用した給食の提供 〃

【高等学校】 明蓬館高等学校の拡充と連携 〃

【生涯学習・スポーツ】 地域スポーツの推進 〃

【その他】 図書館管理運営システムの入替 〃

図書館利用促進の広報活動の推進 〃

地域学校協働活動事業の推進 〃

校区校外補導及び町民会議の推進 〃

小・保連携の推進 〃

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町の公共施設等総合管理計画では、次のとおり学校教育系施設、町民文化

施設、社会教育系施設及びスポーツ・レクリエーション系施設の管理に関する

基本的な方針を定めています。 

ア 学校教育系施設（学校） 

小中学校は、学習・教育の場であるとともに地域コミュニティの拠点とな

ることから、児童生徒の安全を第一に考え、必要に応じた施設改修・修繕を

行います。また、学校施設を核とした他のコミュニティ活動の受け皿となる

よう利活用を図ります。 

さらに、児童生徒数の推移を踏まえながら、よりよい教育環境の提供、定

住魅力の向上を視点に、適正規模を確保します。 

イ 学校教育系施設（学校給食センター） 

学校給食センターは、学校施設の規模や整備、統合等による配置の動向を

踏まえ、必要に応じた施設改修・修繕を行うほか、大規模な改修の際は、学

校施設に応じた施設の適正規模を確保します。 

ウ 町民文化施設（集会所） 

各地区にある集会所は、地域活動の拠点であり、多くは災害時の避難所に

指定されていることからも施設を維持していくことが望まれます。一方、人

口減少等に伴う利用者の減少や固定化、施設の老朽化等により、今後は維持

管理の困難な施設が生じることも想定されます。そのため、計画的に施設の

維持管理や必要な修繕を実施し、安全確保に努めます。 

また、稼働率が低い、あるいは老朽化が著しい施設については、利用状況

や地域意向、人口動向、自治会組織の再編成等を踏まえた上で、地域住民と

の協議を進め、施設間での集約化や他の公共施設との集約化・複合化、地域

による維持管理について検討します。 

エ 町民文化施設（文化施設等） 

町内の文化施設は住民の交流や生涯学習、文化振興の中心施設であり、社会

教育、社会体育、レクリエーション等、複合的な機能を有しており、継続的に

点検・修繕を行い、点検履歴を情報として蓄積し、必要に応じた診断等を行う
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ことで、施設の安全確保や長寿命化を図ります。 

特に改修や建替えに伴い、大規模な財政負担が見込まれる施設については、

適切な管理を行い、必要な修繕を実施していくとともに、他の公共施設との集

約化・複合化について検討します。 

また、総コスト縮減に向けて、住民のさらなる利活用の促進を図るとともに、

事務の効率化や省エネルギー化、指定管理者制度の導入、職員の適正配置等を

含めた管理運営面での総合的な見直しを進めます。 

オ 社会教育系施設 

図書館は、町における社会教育の中心施設であるため、今後も継続的な利

活用に向けて、継続的に点検・修繕を行い、点検履歴を情報として蓄積し、

必要に応じた診断等を行うことにより、施設の長寿命化、コストの削減に努め

ます。 

また、施設の効果的な運営や利活用につながるよう、省エネルギー化や施

設の機能拡大等について検討を進めます。 

カ スポーツ・レクリエーション系施設（スポーツ施設） 

町内のスポーツ施設は、住民の健康増進、体力向上などを目的とした多様

なスポーツ活動の推進を図る施設として活用されており、今後もスポーツに

親しみ「健康づくり」に取り組めるよう、利用者の安全確保に向けて定期的

な点検等を行うとともに、適切な改修や修繕等を行い、継続的な利活用を図

ります。 

また、スポーツ活動の内容によっては団体等が減少している背景を踏まえ、

改修や建替えに伴う投資的負担が大きい施設については、利用状況を精査し、

より効果的な活用ができるよう、運営コストの低減や施設の利活用、運営方

法について検討します。 

なお、本項目に記載された公共施設等の整備については、全て上記の方針

に適合するものです。 
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１０ 集落の整備 

（１）現況と問題点 

本町は、昭和 48 年に南部山間地の田代及び筒丸地区住民が、小規模集落整

備事業によって、基幹集落である安宅地区の桜木団地などへ移転し、大きな成

果を上げました。 

現在でも南部山間地には、公共交通、情報通信及び日常生活に不便な小集落

が数箇所存在しています。また、上水道施設についても未整備の地区が数箇所

点在しています。しかし、集落の整備については、当該住民の同意及び財源の

確保が困難であるため、進んでいない現状です。 

居住者と協議を行い、移転の支援を行うこととあわせて、基幹集落を中心に

周辺の複数集落を一つのまとまりとして集落機能を確保することにより、持続

可能な暮らしを実現します。 

 

（２）その対策 

ア 集落ネットワーク圏（小さな拠点）事業の推進を図ります。 

イ 地域運営組織の形成や運営を支援します。 

ウ 活性化プランの策定や住民の合意形成の支援をします。 
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１１ 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

人々の暮らしが豊かになり、自由時間を活用した芸術文化への関心が高まっ

ています。 

文化事業については、舞台発表や作品展示など文化活動を発表する場として、

まつりかわさき（総合文化祭、ふくしまつり）を実施しており、町内外から多

くの来場者で賑わっています。 

図書館では、おでかけ図書館による絵本の読み聞かせなど、様々な事業を行

うとともに読育活動を推進しています。読書週間ではこどもから大人まで楽し

めるようなイベントを開催し、図書館を知ってもらい本に触れ合う機会を作っ

ています。しかしながら、入館者数は停滞しておりこどもたちの読書離れを感

じているところです。 

また、平成 12 年度から開催している「日中交流水墨画公募展」は、多くの

関係者から好評価を得ています。毎回全国各地から応募があり本町の特色ある

イベントの一つとなっていますが、若年層の水墨画への関心が薄れ、出展数が

減少傾向にあるため、文化団体や学校関係と連携を図り、広く普及させていく

必要があります。 

文化財事業については、国指定 1 件、県指定 3 件、町指定 10 件の指定文化

財が存在しており、それらの保存・活用及び埋蔵文化財の保護に努め、次世代

へ継承していく必要があります。その他に、様々な文化財を保存・活用するた

めの施設を整備する必要もあります。 

 

（２）その対策 

ア 図書館における絵本の読み聞かせなど読書推進の充実を図ります。 

   イ 町内指定文化財の保存と教育事業及び観光事業への活用を推進します。 

ウ その他有形・無形の文化遺産や民俗・芸能などの伝統文化の保護・育成

を推進します。 

エ 「まつりかわさき」など住民参加型文化活動を推進します。 

   オ 日中交流水墨画公募展事業を推進します。 
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持続的発展

施策区分

１０ 地域文化 (2)過疎地域持続的発展

   　の振興等    特別事業

【地域文化振興】 指定文化財等の保存・活用 川崎町

町内文化財の調査 〃

日中交流水墨画公募展事業 〃

伝統芸能等の維持・保存に関する支援 〃

文化でまちおこしの推進 〃

(3)その他

指定文化財等の修復整備 川崎町

町内名所・旧跡等周辺の整備 〃

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

   カ 埋蔵文化財の適正な保存・活用を推進します。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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持続的発展

施策区分

１１ 再生可能 (1)再生可能エネルギー

   　エネルギ 　 利用施設

　　 ーの利用 再生可能エネルギー導入の推進 川崎町

　　 の推進 (2)過疎地域持続的発展

　 特別事業

【再生可能エネルギー利用】 再生可能エネルギー導入の推進 川崎町

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

再生可能エネルギーの利用の推進にあたり、本町の自然的特性を考えると、

利用可能な再生可能エネルギーは太陽光発電の活用が一番の選択肢になると

考えられます。現在、町内各所にメガソーラー発電施設が存在していますが、

全て民間事業者が設置したものです。 

町として再生可能エネルギーの利用設備を整備するにあたり、太陽光発電の

場合、町有地や遊休地を活用し、利用施設の建設には太陽光発電の発電量や地

域環境への影響を勘案しながら再生可能エネルギーの導入を検討する必要が

あります。 

 

（２）その対策 

ア 自然の力を利用した再生可能エネルギーの導入を推進します。 

 

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

本町は、町民と行政が一体となって地域活性化へ向けた様々な施策を行って

きました。まちづくりは町民が主役で、行政は支援する役割であり、地域福祉

や地域の特性を活かした地域おこし事業の推進やボランティア団体の育成な

ど、自分たちの住むまちを自らの力で良くしていこうという意識をもった町民

主導のまちづくりが重要となります。 

また、地域活性化のためには、全ての町民がお互いを尊重し、男女ともに協

力しあい、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現

が必要です。 

SNSなど様々な情報発信ツールが増え、町民に広く迅速に情報を発信するこ

とが可能となってきています。本町では、LINE や Facebook、Instagram など

を活用した情報発信を推進し、町民が主役のまちづくりの意識を高める啓発活

動やボランティア団体の育成や組織化の支援、各公民館を拠点とした地域コミ

ュニティ活動の推進、全ての町民が心豊かな人権意識をもって行動ができるよ

うに啓発活動に努めます。そして、様々な事業の実施に際して、高齢者や障が

い者を含む全ての町民の一層の参画を進め、町民と行政が信頼しあえるパート

ナーシップ体制の確立を図る必要があります。 

 

（２）その対策 

ア 町民主体のまちづくり意識を高める啓発活動に努めます。 

イ 公民館を拠点としたコミュニティ活動の推進を図ります。 

ウ 環境対策や地域福祉等の事業推進にあたって町民参加の拡充を図ります。 

エ ボランティア団体の育成及び組織化を支援します。 

オ 差別の解消に向けた取組と人権尊重意識の啓発に努めます。 

カ 男女共同参画の推進を図ります。 

キ SNSなどの情報発信ツールを活用した広報活動に努めます。 
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持続的発展

施策区分

１２ その他地

　　 域の持続 地域コミュニティ活動事業の推進 川崎町

　　 的発展に ボランティア団体の育成 〃

　　 関し必要 人権啓発活動の推進 〃

　　 な事項

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考

（３）事業計画（令和８年度～１２年度） 
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事業計画(令和８年度～１２年度）  過疎地域持続的発展特別事業 

 

持続的発展

施策区分

(4)過疎地域持続的発展
   特別事業

【移住・定住】 移住に向けたPR事業の推進 川崎町
交流人口などを安定的に確保し移住を促
進

UIJターン移住者への住宅支援 〃
住宅ニーズに応じた住環境の整備や支援
により移住定住を促進

定住促進対策事業 〃
交流人口などを安定的に確保し定住を促
進

地域おこし協力隊事業 〃
特産品開発など地域に根差した活動によ
り定住を促進

結婚新生活支援事業 〃 町内への居住支援により定住を促進

【地域間交流】 安宅交流センターの運営維持 〃 町内外を問わない地域間交流の促進

【人材育成】 人材育成の推進 〃 雇用機会の創出、世代間交流の促進

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃
移住・定住・地域間交流の促進、人材育
成事業を持続的に推進するための基金積
立

２ 産業の振興
(10)過疎地域持続的発展
    特別事業

【第１次産業】 みどり認定の推進 川崎町
減農薬や肥料等環境に配慮した農業の推
進

学校給食における地産地消プロジェクト
の導入

〃
児童生徒の食に対する意識の向上、地元
消費の拡大

【商工業・６次産業化】
川崎町中小企業振興基本計画に基づく施
策の実施

〃
地域の雇用環境の向上、地域経済の活性
化

中小企業の人材育成支援 〃
中小企業の事業の展開に必要な人材の確
保、地域の雇用環境の向上、地域経済の
活性化

中小企業の創業及び事業承継の支援 〃
地域の雇用環境の向上、地域経済の活性
化

商品券事業の実施及び発行助成 〃 消費喚起・地域経済の活性化

工業振興施策の推進 〃
地域の雇用環境の向上、地域経済の活性
化

工業製品等の販路の拡大 〃 地域経済の活性化、雇用創出

小梅屋サイト事業 〃
町内事業者の販路開拓による地域経済の
活性化

商店街街路灯設置の助成 〃
地域経済及び商店街の活性化、地域コ
ミュニティづくりの促進

１ 移住・定住
   ・地域間交
   流の促進、

人材育成

事業名（施設名） 事 業 内 容 事業主体 備考
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本町商店街活性化事業の実施 川崎町
地域経済及び商店街の活性化、地域コ
ミュニティづくりの促進

町内企業・事業者への支援及びネット
ワークの構築

〃
災害及び緊急時等の応急対策、事業継続
力強化支援

道の駅の人材育成 〃 地域経済の活性化

【観光】 集客イベントの開催及び助成 〃
町内で生産された商品の魅力発信、地域
経済の活性化

魚楽園ライトアップ事業の助成 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

農泊事業の推進 法人 移住定住・新規就農者の獲得

かわさきパン博事業の推進 川崎町
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

筑豊フェア事業 〃
都市圏での特産品等のPRによる町内への
観光客周遊促進、出店事業者の販路拡大

ふくおか町村フェア事業 〃
都市圏での特産品等のPRによる町内への
観光客周遊促進、出店事業者の販路拡大

町イチ！村イチ！事業 〃
都市圏での特産品等のPRによる町内への
観光客周遊促進、出店事業者の販路拡大

ヘルス・エコツーリズムの推進 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

あたか棚田彼岸花まつりの推進 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

観光パンフレット多言語表記事業 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

観光総合プロデュース事業の促進 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

雪舟まつり事業の推進 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

地域資源マップの作成 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

地域資源を活かした事業モデルの構築 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

観光周遊ルートづくり 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

川崎自慢ブックの作成・配布 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上

戸山原古墳まつりの推進 〃
観光交流人口の増大及び消費喚起、町の
知名度向上
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【企業誘致】 企業誘致の推進 川崎町
地域の雇用環境の向上、地域経済の活性
化

【その他】 イルミネーション事業の助成 〃 イベント閑散期での誘客、消費喚起

グルメマップ制作事業の助成 〃 町内飲食店の利用促進による消費喚起

食育を推進するエコポイント制の導入 〃 健全な食生活の推進

ふるさと納税の推進 〃 地域経済の活性化、町の知名度向上

川崎町観光施設の運営 〃
観光振興、地域社会の活性化、観光交流
人口の増大

プレミアム商品券発行助成 〃 消費喚起、地域経済の活性化

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃
産業の振興を持続的に推進するための基
金積立

３ 地域におけ
   る情報化

(2)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【情報化】 自治体DXの推進 川崎町 住民サービス及び利便性の向上

(9)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【公共交通】 コミュニティバスの運行維持 川崎町
地域住民・高齢者等交通弱者等の日常生
活に必要な交通手段

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃
交通施設の整備、交通手段の確保を持続
的に推進するための基金積立

５ 生活環境の
　 整備

(7)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【生活】 住宅用分譲用地の販売促進 川崎町 定住人口の増大

空き家の利活用の推進 〃 定住人口の増大

【環境】 小型合併処理浄化槽設置の助成 〃 水質汚濁の防止

遠賀川水質汚濁防止対策及び啓発 〃
遠賀川水係の水質改善、町民への安全な
水の供給

資源ごみ回収団体奨励金の助成 〃
ごみの減量による環境保全、4R意識の向
上

町内一斉清掃 〃 環境保全、ごみに対する意識向上

環境保全に関する対策及び啓発 〃 環境保全に対する意識向上

４ 交通施設の
　 整備、交通
　 手段の確保



 

- 70 - 

 

 

 

 

【危険施設撤去】 空き家における解体等の補助 川崎町
危険な空家等の減少、安全安心な地域づ
くり

【防災・防犯】 防火啓発活動の推進 〃
火災予防に対する意識向上、安全安心な
地域づくり

防災マップの作成 〃 防災意識の向上、災害による被害の軽減

町内防犯灯のLED化 〃 防災意識の向上、災害による被害の軽減

(8)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【児童福祉】 児童・生徒の医療費助成 川崎町
子育て世代への生活支援によるこどもの
福祉の向上

保育料の軽減 〃
子育て世代への生活支援によるこどもの
福祉の向上

休日保育事業の実施に向けた体制の整備 〃
子育て世代への生活支援によるこどもの
福祉の向上

病児、病後児保育事業の実施に向けた体
制の整備

〃
子育て世代への生活支援によるこどもの
福祉の向上

児童虐待防止対策等総合支援事業 〃
児童虐待等に対する相談や対応機能の強
化、こどもの福祉の向上

養育支援訪問事業 〃
乳幼児全戸訪問による養育支援の早期発
見及び支援、こどもの福祉の向上

こどもを守る地域ネットワーク機能強化
事業

〃
児童虐待の発生防止や早期発見等の早期
対応によるこどもの福祉の向上

地域子育て支援拠点事業 〃
子育てに対する不安や悩み等の相談及び
支援、こどもの福祉の向上

放課後児童健全育成事業の推進 〃
子育てに対する不安や悩み等の相談及び
支援、こどもの福祉の向上

【高齢者・障害者福祉】 介護予防・生きがい対策の推進 〃
高齢者の心身状態改善と悪化防止等によ
る予防事業の促進

高齢者等見守りネットワーク事業の推進 〃
家族の身体的・精神的負担軽減及び高齢
者の安否確認、自立と生活の質の向上

認知症高齢者見守り支援事業の推進 〃
家族の身体的・精神的負担軽減及び住み
慣れた地域で安心して生活できるよう福
祉サービスの向上

成年後見人制度支援事業の推進 〃 高齢者等の生きがいづくりの推進

高齢者スポーツの推進 〃
高齢者の心身状態改善と悪化防止等によ
る予防事業の促進

在宅支援サービスの事業の推進 〃 医療と介護の連携推進

６ 子育て環境
　 の確保、高
　 齢者等の保
　 健及び福祉
　 の向上及び
　 増進
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高齢者のいきがいの推進（敬老祝金・敬
老会）

川崎町 高齢者等の生きがいづくりの推進

障がい者が参加できる交流の場の促進 〃 障がい者等の生きがいづくりの推進

高齢者・障がい者の安心・安全生活サ
ポート事業の推進

〃
高齢者や障がい者等が安心して生活でき
るサポート支援による高齢者・障害者福
祉の向上

コミュニケーション事業(手話通訳の推
進)

〃
障がい者等が安心して生活できるサポー
ト支援による障害者福祉の向上

療育相談体制の推進 〃
障がい者等が安心して生活できるサポー
ト支援による障害者福祉の向上

早期療育体制の充実 〃
障がい者等が安心して生活できるサポー
ト支援による障害者福祉の向上

重度障害者の医療費助成 〃
重度障がい者への生活支援による障害者
福祉の向上

発育相談体制の推進 〃
障がい者等が安心して生活できるサポー
ト支援による障害者福祉の向上

【健康づくり】 女性特有がんの検診の推進 〃 早期発見及び早期治療による人口維持

スマート・ウェルネス・シティ事業の推
進

〃
疾病の重症化予防による健康づくりの促
進

健康増進の推進 〃
疾病の重症化予防による健康づくりの促
進

定期予防接種事業の推進 〃
予防接種受診率を向上し重症化予防によ
る健康づくりの促進

乳幼児健康診査、母子保健事業の推進 〃
妊娠期からのケアサポートや乳幼児期の
栄養指導などによる健康づくりの促進

地域自殺対策緊急強化事業の推進 〃
様々な悩みなどの相談及び支援による自
殺防止の推進

「食」に関する学習機会の充実 〃 食育による健康づくりの推進

【その他】 妊婦のための給付金 〃 子育て世代への生活支援及び定住促進

ひとり親家庭等日常生活支援事業 〃
ひとり親家庭等に対して自立の促進等の
支援による福祉の向上

ひとり親家庭等の医療費助成 〃
ひとり親家庭等に対して自立の促進等の
支援による福祉の向上

雇用・就業環境の整備 〃 地域の雇用環境の向上

道路環境、交通機関、施設のバリアフ
リー化の促進

〃
高齢者や障がい者等が安心して生活でき
るサポート支援による高齢者・障害者福
祉の向上

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃
子育て環境の確保、高齢者等の保健及び
福祉の向上及び増進を持続的に推進する
ための基金積立
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７ 医療の確保
(3)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【その他】 特定健康診査受診率向上の推進 川崎町
長期的視点から住民の「健康・長寿の達
成」のための健康づくりの推進、被保険
者の健康の保持増進及び医療費の抑制

健康情報誌の発刊 〃
長期的視点から住民の「健康・長寿の達
成」のための健康づくりの推進

健康出前講座の推進 〃
長期的視点から住民の「健康・長寿の達
成」のための健康づくりの推進

救急医療提供体制の整備 〃
長期的視点から住民の「健康・長寿の達
成」のための健康づくりの推進

救急医療提供機関の周知 〃
長期的視点から住民の「健康・長寿の達
成」のための健康づくりの推進

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃
長期的視点から住民の「健康・長寿の達
成」のための健康づくりの推進

８ 教育の振興
(4)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【義務教育】 児童・生徒の教育環境の充実 川崎町
健やかな成長に資する良好な教育環境・
次世代を担う人材育成のための教育環境
の推進

児童・生徒の学力向上「公設塾」の推進 〃 学ぶ意欲や確かな学力の推進

地元生産者の地産作物を活用した給食の
提供

〃 学校給食の充実及び食育の推進

【高等学校】 明蓬館高等学校の拡充と連携 〃
相互の連携をとり、充実した教育環境の
推進

【生涯学習・スポーツ】 地域スポーツの推進 〃 町民のスポーツ意識の向上

【その他】 図書館管理運営システムの入替 〃
図書業務の効率化及び利用者サービスの
向上

図書館利用促進の広報活動の推進 〃 地域住民への読書サービスの向上

地域学校協働活動事業の推進 〃
地域の大人がこどもを指導し見守ること
による地域社会の教育力の向上

校区校外補導及び町民会議の推進 〃
青少年の非行防止及び見守りなどによる
地域間の連携の推進

小・保連携の推進 〃
小・保の連携による情報の共有や具体的
な取組の推進

【基金積立】 過疎地域持続的発展特別事業基金の積立 〃
教育の振興を持続的に推進するための基
金積立
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１０ 地域文化
　　 の振興等

(2)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【地域文化振興】 指定文化財等の保存・活用 川崎町
指定文化財の保存・継承、消失・散逸の
防止

町内文化財の調査 〃
埋蔵文化財の法的な保護、町民の文化意
識の向上

日中交流水墨画公募展事業 〃
水墨画を通じた文化活動の参加意欲を喚
起することによる地域文化の向上

伝統芸能等の維持・保存に関する支援 〃
無形文化財及び無形民俗文化財の記録保
存、後世への継承、地域活性化

文化でまちおこしの推進 〃 地域経済活性化、町民の文化意識の向上

(2)過疎地域持続的発展
　 特別事業

【再生可能エネルギー利用】 再生可能エネルギー導入の推進 川崎町
再生可能エネルギーを活用しての環境づ
くりの推進

地域コミュニティ活動事業の推進 川崎町 地域コミュニティづくりの促進

ボランティア団体の育成 〃 地域コミュニティづくりの促進

人権啓発活動の推進 〃 町民の人権意識の向上

１１ 再生可能
　　 エネルギ
　　 ーの利用
　　 の推進

１２ その他地
　　 域の持続
　　 的発展に
　　 関し必要
　　 な事項


